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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成27年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成27年12月11日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
門 田 直 樹 

（16） 

1. 公園と史跡地の駐車場について 

  公園や、政庁跡、水城跡などの駐車場を目的外利用している例を

 日常的に見かける。 

  議会へも市民からの苦情と改善の要望が出されており看過できな

 い。 

  市の対応を伺う。 

2. 地域猫活動について 

  地域猫活動とは、飼い主のいない猫が引き起こす問題を解決する

 ため、地域の理解を得た住民等が主体で行う、不妊・去勢手術やル

 ールを決めて行うエサやり、トイレの管理などの活動のことであ

 る。 

  飼い主のいない猫の数を増やさず、一代限りで生を全うさせ、時

 間をかけて地域から飼い主のいない猫をなくすことを目的としてい

 る。 

  福岡県では、平成26年度から28年度まで、地域猫活動を支援する

 ため、不妊・去勢手術費用などの助成を市町村を通して行っている

 が、本市での取り組みについて伺う。 

２ 
神 武   綾 

（11） 

1. 保育行政について 

 （１） 増え続ける待機児童の解消対策について 

 （２） 年少扶養控除の廃止による保育料の変更について 

 （３） 子ども子育て会議について 

2. マイナンバー制度について 

 （１） 通知カードの受取状況について 

 （２） 番号カード交付の告知について 

３ 
上     疆 

（10） 

1. 太宰府市行政組織の変更について 

  平成26年４月１日から変更され、１年11カ月となったが、この行

 政組織の中身が未だに市民をはじめ市職員にとって、大変不評であ

 る。 

  そこで、次の３点について所見を伺う。 
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  ① 特に地域健康部と市民福祉部は市民からは部の区別等がわか

   らないため、地域健康部は「健康福祉部又は福祉部」に、また

   市民福祉部は「市民生活部又は市民部」等のわかりやすい名称

   にするべきと考える。 

  ② 現在の地域健康部の６課のうち、地域づくり課は「総務部」

   に、人権政策課は「総務部又は現市民福祉部」に、文化学習課

   及びスポーツ課は「教育部」に、生活環境課は「現市民福祉

   部」に編入するべきと考える。 

  ③ 現在の市民福祉部の７課のうち、福祉課、保育児童課、介護

   保険課の３課は「現地域健康部」に編入されるべきと考える。

2. 防犯カメラの増設について 

  防犯カメラの増設については、何度も一般質問で質問をしている

 が、当市は44行政区があるなかで１年に１箇所しか防犯カメラ設置

 について予算化されない。 

  毎年、少なくとも10箇所ぐらいは増設して、安全安心なまちづく

 りを推進すべきと考えるが、所見を伺う。 

４ 
堺     剛 

（１） 

1. イノシシの予防対策について 

 （１） 捕獲被害状況及び防止策について 

 （２） 支出金について 

 （３） 施策の基本的考え方について 

2. 空き家問題の対策について 

 （１） 空き家問題対策の方向性について 

 （２） 住民意識の醸成・啓発について 

 （３） 本市の現状について 

 （４） 交付金の現状及び計画について 

 （５） 具体的な対策体制について 

５ 
藤 井 雅 之 

（15） 

1. 国民健康保険税及び事業について 

 （１） 国民健康保険税について 

 （２） 広域化への対応について 

 （３） 「かかりつけ薬局」への取組について 

2. 環境行政について 

  ペットボトル・白色トレイ用のゴミ袋の料金について伺う。 

3. 博多港へ寄港するクルーズ船について 

  来年博多港に400隻の寄港があると言われているが、太宰府市へ

 の影響、渋滞等の対応策について伺う。 

６ 
長谷川 公 成 

（14） 

1. 高齢者が安全・安心外出できる地域道路、側溝整備について 

 （１） 40年経過した団地内の側溝整備について 

 （２） 年間を通じて、どのような整備計画を立ててあるのか伺
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    う。 

2. 地域包括支援センター跡の２階の活用について 

 （１） どのような活用計画に決まったか伺う。 

 （２） 市民吹奏楽団の拠点として検討をしていただけないか伺

    う。 

７ 
徳 永 洋 介 

（８） 

1. 小、中学校の運営計画について 

 （１） 各学校の運営方針について２点伺う。 

  ① 児童生徒の増減に伴う学区編成計画はされているのか。 

  ② 校舎老朽化に伴う建設計画の方針。 

2. 水城・大野城築造竈門神社創設1350年九州国立博物館開館10周年

 事業について 

 （１） 大宰府政庁跡ももいろクローバーＺの男性限定ライブにつ

    いて考えを伺う。 

 （２） 記念事業の組織について 

 （３） 政庁跡の利用条件について 

 （４） 記念事業の今後について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３１名） 

  市    長   刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  濱 本 泰 裕 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  今 村 巧 児        市民福祉部長  中 島 俊 二 

  教 育 部 長  堀 田   徹        上下水道部長  松 本 芳 生 

  総 務 課 長  石 田 宏 二        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  防災安全課長  齋 藤 実貴男        地域づくり課長  藤 田   彰 

総務部理事
兼公共施設整備課長 
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          福 嶋   浩        元気づくり課長  井 浦 真須己 

  文化学習課長  木 村 幸代志        スポーツ課長  大 塚 源之進 

  生活環境課長  田 中   縁        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  納 税 課 長  伊 藤   剛        保育児童課長  中 島 康 秀 

  国保年金課長  高 原   清        都市計画課長  木 村 昌 春 

  建 設 課 長  小 川 武 彦        観光経済課長  藤 井 泰 人 

  社会教育課長  中 山 和 彦        学校教育課長  森 木 清 二 

  文化財課長  菊 武 良 一        上下水道課長  古 賀 良 平 

  監査委員事務局長  渡 辺 美知子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  今 泉 憲 治        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  力 丸 克 弥 

  書    記  諌 山 博 美 

        

 

 

  

人権政策課長兼 
人権センター所長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、14人から提出されております。 

 そこで、一般質問の日程は、さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定し

ていますことから、本日11日７人、14日７人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 16番門田直樹議員の一般質問を許可します。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） おはようございます。喉を痛めとるんで大きい声が出ませんので、済

みません。 

 議長より質問の許可を受けましたので、通告しております２件につき質問します。 

 １件目は、公園と史跡地の駐車場についてです。 

 公園や政庁跡、水城跡などの駐車場を目的外利用している例を日常的に見かけます。議会へ

も市民からの苦情と改善の要望が出されており、看過できません。市の対応を伺います。 

 ２件目は、地域猫活動についてです。 

 地域猫活動とは、飼い主のいない猫が引き起こす問題を解決するため、地域の理解を得た住

民等が主体で行う不妊・去勢手術やルールを決めて行う餌やり、トイレの管理などの活動のこ

とで、飼い主のいない猫の数を増やさず、１代限りで生を全うさせ、時間をかけて地域から飼

い主のいない猫をなくすことを目的としています。 

 福岡県では、平成26年度から平成28年度まで、地域猫活動を支援するため不妊・去勢手術費

用などの助成を市町村を通して行っていますが、本市での取り組みについて伺います。 

 以上、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） おはようございます。 

 １件目の公園と史跡地の駐車場について、まず、私から公園につきましてご回答をさせてい

ただきます。 

 公園駐車場の目的外利用についてでございますけれども、建設課の管理下で駐車場を備えて
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おります公園は、梅林アスレチックスポーツ公園、高雄公園、通古賀公園、佐野公園の４公園

がございます。このうち梅林アスレチックスポーツ公園、高雄公園、通古賀公園につきまして

は、開園、閉園時には門扉の開閉を行いまして、公園利用時間帯以外の駐車ができないように

いたしております。 

 また、市内の公園は、太宰府市公園条例第６条で、公園をその用途以外に使用することを禁

止いたしております。このことに基づきまして、各公園の駐車場には、この駐車場は公園利用

者のための駐車場ですので、その他のご利用は禁止しますという注意看板や張り紙を設けまし

て、公園利用者以外の迷惑駐車の防止を図っておるところでございます。 

 このように、日中の目的外利用については、警告看板により注意の喚起を行っておりますけ

れども、平日も目的外利用の車両も見られる状況がありますので、さらに看板の増設やその内

容の見直し、また、平日の職員による巡回などについても検討してまいりたいと考えておると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（堀田 徹） 続きまして、政庁跡、水城跡などの史跡地の広場、いわゆる駐車場の利

用につきましてご回答申し上げます。 

 史跡地内の広場利用につきましては、史跡地に車で訪れた皆様にご利用いただくために整備

したものでございます。しかしながら、議員ご指摘のとおり、広場本来の利用目的に反しまし

て、車両が長時間駐車している状況がございます。 

 このため、今後の対応といたしましては、広場内に広場利用の注意事項を掲載するなどの注

意喚起を行うなどの対応をしてまいります。 

 また、長期的には、公共交通機関の利用促進とあわせまして、史跡地周辺を含めた来場者用

の駐車場の確保を検討していくとともに、広大な史跡地の管理のあり方につきましても、調査

研究を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） いろいろやっているということをおっしゃっているんですが、看板を

立てている、あるいは職員がたまに見るという程度のことだろうと思います。しかし、それを

無視するような人もおるということは、今のご回答の中にちょっとあったんですが、どれぐら

いこの問題認識されてあるか。軽微な例から、非常に問題な例、いい例、悪い例あると思うん

ですよね。公共施設といえども、何でも自由に使っていいわけじゃないけれども、短時間置く

ぐらいでね、一々目くじら立てんでもいいと思うんですよ。しかしながら、常習的に、ほとん

ど自分の駐車場として使っている例が明らかにある。これは、今言った、この政庁跡、あるい

は近隣公園等々ですね。水城跡は、最近ちょっと減ったと思いますが、あると。要は、質問の

趣旨というのは、それぐらいじゃ足りんだろうということを言っとるわけですよ。そんなもん
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で、じゃあ今までどおり、看板は立てていますと。注意をするのかどうかですね。どういう注

意をするのか。その辺ですね。具体的にそういう例を、違法駐車をなくすにはどういうふうに

したらいいか、もう一歩進んだお考えはないのか、ちょっと聞かせてください。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 常習的にとめておられるということにつきましては、もう特定がで

きるということであれば、具体的な方法としましては、まずは車両にですね、ここはそういう

目的ではだめですよというふうな形の表示、そういう紙を挟みまして、具体的に申しますと、

その当該車両番号をそのまま置いておく紙にも、あなたの車の番号は市も把握しておりますよ

というふうなことを書いたりして対応するというふうなことになってまいろうかと思います。

そのように運転者が乗られていなくて、同じ方が回数を重ねられているというのがわかった場

合については、これまでも同様に、今後も対応していくというふうになろうかと思います。公

園を利用されていない方、これにつきまして、当然、現地にはそのような表現で利用者のため

の駐車場なんですよということを書いております。そのようなことから、基本的にはよくない

ことだというふうに認識されておられるのかなというふうに私たちは考えるところでございま

す。 

 そのようなことから、具体的な手法としましては、職員が平日、業務の中で現地に姿を見せ

て、そして場内を見ると。そして、その際に写真を撮って、また公園の中を見てですね、現実

的に私も経験ございますけれども、実際には公園の中に遊んでる人がいないとか、例えば子ど

もたちだけが自転車で来ている、それなのに車がとまっているというふうなときに写真を撮影

しまして、そういうふうなことをずっと繰り返していくところになるのかなあというふうに考

えておるところでございます。私自身もそういった経験もしてまいりましたので、まずは、そ

ういった職員が巡回をして見ていくと、そして姿を見せて、もしそういう方がおられればお声

かけをしていくということになるだろうというふうに思っております。今回のご質問に対しま

しては、そういう対応をこの４公園、対応していきたいというふうに考えたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） そういう優しいやり方じゃあもう限界だと思うんですよね。ある程

度、腰を据えて、トラブル覚悟でやらざるを得んのじゃないか思うわけです。市の公有財産規

則では、公有財産の不法使用第20条ですね、「公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは

使用し、又はこれにより収益した者に対しては、関係課の長は、直ちにその占有又は使用を中

止させこれにより生じた損害を賠償させなければならない。」等々ありますよね。また、相当

の料金を追徴することができると。こうきちんとした規則もあるんだから、これを実行するべ

きだと思うんですよ。要するに、こういう、非常に厚かましいというか、そういうルールを無

視した使い方をしている人というのは、どうせわからんなと思うとるわけですね。どうせわか
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らんだろうと、どこの誰だか。だから、まず、個人を特定することが大事ですね。今、部長言

われたように、陸運局に行って、そこの場所と、それとナンバーと、それと証拠写真があった

ら番号教えてくれます。一般人でも教えてくれる。市が行けば、もちろん教えてくれる。そし

て、特定して、個人なり会社なりをそこにまず、通告をすると。何の問題もないでしょう。そ

ういったことはできますか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 完全に常習であるというふうなことであれば、議員ご指摘のとお

り、まずは本人にご理解を求めるということから始まってまいりますけれども、禁止条項に違

反した場合についての罰則等は用意をしておるところでございます。私自身も、この公園、実

際に鍵を締めた後にですね住民の方、いわゆる車をとめっ放しにしておった方から市のほうに

お電話がありまして、それも、覚えておりますのは、夜間、雨が降る中でございました。ご本

人、待っておられるだろうなと思いまして私自身が出向いたわけでございますけれども、その

とき考えましたのは、何で閉めたんだ、車がとまっているのに、そういったことをもしかした

ら言われるかもしれないって思いで参りましたけれども、その際には本当に申しわけなかった

というふうなことを実際に、本当に雨の降る中ですね、待っておられたんですけれども、ちょ

っと近所に行ってて、閉まる時間が気がつかんでですねということで申しわけなかったと。そ

の際には、ぜひこういうことで公園の利用者の方のためですからというお話をしました。だか

ら、ある意味、おっしゃられているとおり、非常にトラブルも起こる可能性もあるというふう

なことも考えながら対応したわけでございます。そういったことから、どうしてもその辺が特

定ができた場合ですね、常習化しているというふうなことであれば、私どももそういうのは対

応、陸運局に問い合わせをするとか、そういったことで対応していくということにはなろうか

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 済みません。ちょっと風邪引いとって耳がちょっと聞こえづらいん

で、もう少し大きい声でお願いします。 

○議長（橋本 健議員） マイクを少し近づけてください。 

○１６番（門田直樹議員） 何か今ちょっとお話を伺っとって正確に聞き取れてないのかもしれま

せんが、何か、要は閉めてしまったからその利用者が怒ってきて申しわけなかったという趣旨

だったですか。もう一回ちょっとお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 閉めておったことに対してなぜ閉めたんだというふうに逆上される

のではないかという危惧も持って現場に赴いたという趣旨でございます。その際に、そうでは

なくて、利用のルールを守らなかったことについて申しわけなかったという、そのとめておら

れた方ですね、そういったその方からお話があった。職員については、そういった場合も想定
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しながら現地に赴く。これについては、開閉業務については、委託等も行っておるんですけれ

ども、その際にも、委託業者に行ってもらいますと費用の面もかかりますし、まずは、とめた

方も待っておられるということで、そのあたりは柔軟に職員で対応していくというふうなこと

になりますが、そういった趣旨でご回答差し上げた次第でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 何か逆上とかという言葉が出ましたけれども、いいか悪いかの話なん

ですよね。だから、悪いことをしているんだったら逆上するのはおかしいし、ルールに従って

いただかないかんということなんですが、先ほどいろいろな課の職員さんが日常的に太宰府全

域動いていますよね。だから、そのときにやっぱりちょっと見ていただくというふうなことは

非常に効果的だと。そうすると、ちょっと前を通る、目視だけでも、ああ、こりゃあいっつも

とまっとるなと。それも、よく目につくのが、いわゆるもう営業車ですね。営業車がとまっと

るんですよ。やっぱりこれはおかしいと思います。さっきの政庁跡もそうですが、近隣公園

も、あそこは数が少ないんですよね。あそこは、そして結構人気があって、お母さん、子ども

たち、車で来られるのも多いんですけれども、よくとめられんで外でずっと待っていますね。

そこにずっと営業車がとまっとってですね、何人かががやがやと来て、それじゃあありがとう

ございますって帰ったりするわけですね。全然違う方向から。やはりこれはおかしいと。やっ

ぱり管理に対して信頼がなくなっていくと思うんですよ。 

 一つの方法として、カメラの設置とかできないのかなあと思うんですよね。というのは、駐

車場というのは、車をとめるんですけれども、ややもするといろいろな犯罪が行われる場所で

もあるわけですね。違法薬物の取引とか、あるいは車上荒らしであるとか、いろいろな問題が

起きるところでもある。だから、そういったところには、そういうカメラも、ただ、上議員も

言ってあったけれども、カメラの設置ペースが今のままじゃ到底無理かなと思うんですが、そ

んなこともある。 

 それともう一点、これは文化財のほうですけれども、文化財管理指導員さんっておられます

ね。趣旨は、文化財のそういう、啓蒙といいますか、これこれということですけれども、巡視

ということが入っとるので、駐車場もやっぱりかかわってくるのかなあと。何かを直接やると

いうよりも、記録をとっていただくとか、そこはできますかね。２点、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（堀田 徹） 文化財の指導員でございますが、その駐車場関係に関するそういったも

のについては、任用を今のところはしていないということでございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 一般人であれば、困ったときには110番なんですよね。警察に相談を

すると。これも、直接駐在に電話せんで、110番をすると。記録に残りますから。をして、そ

して、しかるべき対処をお願いするけれども、いわゆる道交法、道路にとめとう部分について

は道交法違反で警察は動くけれども、こういう民地、公有地に関しては、ちょっと動けないと
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いうふうな話も聞きます。しかし、市からお願いすればできるんじゃなかろうかと。幾つか聞

いた話ではですね、交番のお回りさんというか、ぐらいにもいろいろとですね、親身にやっぱ

りいろいろ調べて、そちらに注意をしていただいたりすることはあると。また、常時とめとる

ということであれば、単なる不法占拠というよりも、もしかしたら車庫証明を偽っとるかもし

れないわけですよね、そもそも。そうすると、これは警察の出番ですね。だから、まずは、や

っぱりそういう事例を確認した、してないなら仕方ないけれども、してあるという前提で、し

ているんですよね、しているんだったら警察に相談されるのはどうでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 完全に特定できるというふうなことであれば、先ほどご回答しまし

たとおり、しかるべき措置、その手法については、議員のお話のような警察にご相談をした

り、登録番号を確認したり、本人の特定、これについては、その後の法的な手続という観点で

は、必ず必要なことでございます。そういった対応になろうかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） トラブルは、誰でも嫌だし、ないにこしたことはないんですが、どう

せ言っても来きらんだろうという前提でとめているわけですよね。そうしたら、やはり、最初

に言ったように、少し腹決めて取りかからんといかんのじゃないかというふうに思うわけで

す。 

 最後になりますけれども、要は駐車場がばちっとしとけば、少しぐらいはいいのかなと思っ

たりもするが、将来的なこの史跡地、あるいは公園の駐車場、簡単にはインフラの問題ですか

らね、あれでしょうけれども、まずは政庁跡、あそこは、そもそもメインの駐車場は舗装もさ

れていませんよね。奥のほうの梅林のような、梅の木がずらっとあるところですね。あそこは

行事のときにスタッフだけがとめるということだけれども、ちょっともったいないような気が

します。あるいは、そこから一段下の前の佐藤市長の碑が建っているところとか、何かほとん

どの人はその碑があることも知らないし、活用もされてないから、駐車場するかどうか、ちょ

っとあれですけれども、もう少し広範囲に考えたほうがいいんじゃなかろうかと。せっかく遠

方から来られて、見ろうと思っても入れないとか、あるいは政庁跡だけじゃなくて、いわゆる

四王寺に散策される方もとめておられます。これはこれで一体として使用されている、利用さ

れて、私は別にいいと思うんですが、その辺の駐車場はどうお考えでしょうか。予定という

か。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（堀田 徹） ご存じのとおり、史跡地内でございますので、正式に駐車場という取り

扱いはできませんで、最初に回答申し上げましたとおり、広場という取り扱いをしておるとこ

ろでございます。ただ、実際に政庁跡等に見えられた皆様がご利用のために、車で見えられた

らとめていただくと、そういった活用については、これまでどおりしていっておるところでご
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ざいますけれども、まずは、最初に回答させていただきましたとおりですね、現在のところ政

庁跡等にそういう利用についての注意事項等が掲載しておりませんので、その注意喚起をする

ような看板等の設置をまずは考えたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、正式に駐車場という取り扱いができませんので、近隣の駐車場をどう確保していくか

というところで、今、研究も進めておるところでございます。 

 また、全国的な状況等についても、少し文化財のほうで調査もしておるところでございます

けれども、現在のところ、史跡地内に駐車場を確保しているというところはなかなか見当たら

ないようでございますけれども、環境美化協力金ですか、そういった形で呼びかけをしなが

ら、環境美化を努めるための考え方に立って、そういう駐車場等の整備等についても考えてあ

るようなところもあるようでございますので、そういったところも含めまして、史跡地全体の

活用の仕方等も含めて調査研究をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） よろしくお願いします。 

 先日行われました議会の意見交換、議会報告会で、市民の方から強くこれは指摘されたわけ

であります。確かにそのとおりだなと、私も思います。やっぱり民間というか、個人個人でそ

れを是正するのはちょっと難しいものがあるので、やはり市が動かないかんと。意思表示をす

るということだと思うんですよ。一般的には、張り紙をしたりですね、違法駐車だめですよと

ぺたっと張ったりをしますよね。それできかんのやったら、やはり個人の特定をすると。そし

て、通告をすると。何ら違法でもないし、トラブルにはならないと思います。そういったとこ

ろから、少しずつ進めていただきたいと思います。 

 次、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答、お願いします。 

 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） おはようございます。 

 次に、２件目の地域猫活動についてご回答申し上げます。 

 本市におけます猫に関する苦情、相談状況でございますけれども、平成27年11月末現在で

19件ございます。そのほとんどが、飼い主のいない猫への餌やりと、それに伴う周辺でのふん

害でございまして、14件となっております。 

 苦情の対象となる猫を捕獲、処分することにつきましては、犬の取り扱いとは異なり、動物

の愛護及び管理に関する法律に反することから、市、県ともに行っておらず、市民の方からの

苦情、相談に対しましては、無責任な餌やりの禁止や室内飼いなどを個別指導を行うととも

に、広報「だざいふ」等におきまして猫の適正飼養について啓発を行っているところでござい

ます。 

 飼い主のいない猫対策の一つといたしまして、議員ご質問の地域猫活動がございます。地域

猫活動は、特定の活動場所を設置いたしまして、ルールを決めた餌やりやトイレの管理を行う



－64－ 

とともに、不妊・去勢手術を受けさせまして、１代限りで生を全うさせ、時間をかけてでも地

域から飼い主のいない猫をなくすことを目的としております。これは、単に猫の愛好家の方や

地域猫活動団体のみで実施するものではございませんで、飼い主のいない猫が引き起こします

ふん尿などの問題を地域の課題として取り組んでいただく活動であるため、地域住民の方の理

解と合意が必要になります。太宰府市では、現在のところ、市内での地域猫活動の取り組みの

事例はあっておりません。 

 地域猫活動に対しましては、県におきまして、導入費用の補助や不妊去勢手術に対する助成

等の支援事業がございますが、先ほど議員がおっしゃいましたように、事業期間は平成26年度

から平成28年度までの３年間でございまして、１自治体につきまして３カ所まで、１カ所１年

間のみの補助となっております。また、不妊・去勢手術の費用助成は、県の予算の範囲内であ

り、頭数が限られております。地域猫活動は、時間をかけて地域から飼い主のいない猫をなく

す活動でありますことから、息の長い取り組みが必要であると考えております。さらには、他

自治体の事例でございますが、活動場所への捨て猫や地域外からの流入によります頭数の増

加、活動団体以外の無責任な置き餌、餌やり場周辺の住民等からの苦情などがあっております

ことから、地域住民の理解と合意は不可欠であると考えております。 

 このようなことから、今後、地域住民の理解が得られまして、取り組みが可能な地域があれ

ば実施を検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 実は、私も猫を３匹も飼っておりまして、もちろん避妊・去勢はしとるんですけれども、や

はり猫の習性というのは、結構広範囲に歩くんですよね。マーキングしたり、ふん尿、大体家

でさせているんですけれども、よそで絶対やってないかというと自信がないとこもあります

ね。この猫ちゃんなんですが、今問題になっとるのは、やっぱりいわゆる飼い主を持たない野

良猫をどうにかせないかんと。野良猫がどう問題かと、基本的なものは飼い猫と全く一緒だけ

れども、増え方が違うんですね。大体１回につき４匹から８匹、年に３回ぐらい産むのかな。

とにかくネズミ算じゃなしに猫算みたいに増えるらしいんですね。もう放っとくと、その辺猫

だらけになるということで、何とかせないかんということで、この地域猫活動というのは、別

に猫の愛好家といいますか、猫をかわいがりたい人がしとるわけじゃないんですよね。どちら

かというと、もう猫害をなくしたいという人たちが中心になったりもしているみたいですね。

また同時に、いわゆる殺処分になるような猫を減らしたいというふうな方が協力して、地域の

中で、一定の認識をいただいてやっとるということなんですが、県の助成についてもう少し聞

かせてください。 

 県の助成は、不妊・去勢、雌と雄ですね、手術費用などの助成の、などって何ですかね。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 
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○地域健康部長（友田 浩） 手術費用のほかに市町村の活動団体に導入費用の助成ということに

なります。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） はい、ありがとうございます。結論的に言うと、２つあると思うんで

すね。地域猫活動というものを入れても入れなくても、とにかく不妊・去勢ですね。雌が３万

円で雄が１万円ぐらい、雄のほうが安いらしいですけれども、やっぱりかかるということで、

それが大事である。それと、何よりも餌やり、いわゆる無責任、かわいそうとかかわいいとか

という感覚でやってあるんだと思うけれども、それが非常に結果的に数を増やして、そして子

猫も増えて。去年が、平成25年度の福岡県での猫の殺処分頭数が4,790頭。これ、犬よりも大

分多いんですよね。ほとんどが、この野良猫が産んだ子猫なんですよね。かわいそうなところ

なんですが、結局この原因というのは、ルールを守らない餌やり。餌をやるから子どもをつく

るわけね、どんどん、どんどんですね。結局は、そういうふうな保健所に持っていくという形

になっていくと。ですので、今日は、この地域猫活動について県がどういう支援をしているか

ということと、それと本市でどういう取り組みがあったかということを聞いているわけです

が、本市では現在のところなくて、今後あったときには支援していくというふうに私は聞いた

んですが、まず、幾つかあるんですよね。不妊・去勢手術ですね。それから、なるべく家、屋

内で飼うですね。それから、猫を捨てないですね。そして、何よりも餌やりをしないと。自分

のところ以外の猫に餌やりをしないというものをもう少し、広報とかでびしっと出したらどう

かと思うんですよね。あるいは、回覧板、自治会の協力を得て、そういうものを回すと。やっ

ぱりでかっと来ると、ああ、これ、いかんことだなということがわかると思うので、そういっ

たことはちょっと考えていただけますか。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 広報への掲載につきましては、広報「だざいふ」のほうに、飼い主

に向けての猫の飼い方とか、飼い主のいない猫に餌やりをしている人に向けて無責任な餌やり

をしないということの掲載をしておりまして、昨年度は４月号と12月号、本年度につきまして

は４月号、８月号、12月号ですね、今出ている広報のほうにところにつけております。このほ

かに、年２回から３回程度、広報の下帯のところになるんですけれども、しつけとふんの始

末、それと無責任な餌やりに関する注意というのを掲載をしておりますので、この分について

は継続してやっていきたいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） よく気がつきませんでした。広報って、なかなかやっぱり余り見らん

ことが多いんですよね。それじゃいかんのですけれども。さっきも言いましたように、回覧板

ですたいね。回覧板をね、なるべく回して、地域のことはやっぱり回覧板ですよ。それは、市

というよりも自治会が、やることでしょうけれども、自治会のほうとも連絡とってですね、こ

ういうのをぜひやってくれというのを指導していただければいいかと思います。 
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 これで終わります。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

 次に、11番神武綾議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 神武綾議員 登壇〕 

○１１番（神武 綾議員） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告しておりました２件

について質問させていただきます。 

 １件目は、保育行政についてです。３点伺います。 

 １点目は、待機児童の解消についてです。今年度、太宰府市立五条保育所が移転、増員した

にもかかわらず、４月に60人だった待機児童が10月には105人と増え続けています。出産前に

退職し、出産した後に再就職したいが、待機になり、貯金を崩して生活しているので早く認可

保育園に入りたいなどの切実な声が聞かれます。早急な対策が必要だと考えますが、現在の見

解を伺います。 

 ２点目は、子ども・子育て支援法が４月より施行されたことにより、保育料の算出方法が所

得税から市町村民税に変更、そしてあわせて年少扶養控除を廃止して、保育料が９月より変更

となりました。このことによって、多子世帯の保育料の負担が大幅に増えたと聞いています。

太宰府市内の保護者への影響と多子世帯への保育料の負担軽減の検討をされているのか伺いま

す。 

 ３点目は、太宰府市子ども・子育て会議についてです。昨年度、子ども・子育て支援事業計

画の策定のために子ども・子育て会議が設置され、６回の会議が行われました。先ほど取り上

げました待機児童や保育料の問題などを職員の中だけで考えるのではなく、多方面から選出さ

れた委員さんの中で議題として意見を聞いてみてはどうかと思いますが、お考えを伺います。 

 ２件目は、マイナンバー制度について、２点伺います。 

 １点目、太宰府市においては11月からマイナンバー、個人番号の通知が始まり、そろそろ発

送完了のころかと思われますが、現在の受け取りの状況を伺います。 

 ２点目は、その通知カードを受け取った後、個人番号カードの交付となります。１月から行

政手続の利用も開始されます。この個人番号カードは、申請をもとに交付となりますので、申

請しないという選択も可能です。個人情報の漏えいの不安からもどうしたらいいのか迷ってい

る方に、強制ではないことを積極的に告知すべきと考えますが、市の見解とこれからの対応に

ついて伺います。 

 以上、回答は件名ごとに、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） １件目の保育行政につきましてご回答を申し上げます。 

 まず、１項目めの増え続ける待機児童の解消対策についてでございますけれども、初めに、

本市の待機児童の状況につきましてご説明をさせていただきます。 

 待機児童数は、本年４月１日現在で60人、10月１日現在で105人と増加傾向にございます。
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なお、この待機児童につきましては、１園のみ入所希望や１度辞退された方、基準日以降の入

所希望を除いているために、実際に入所ができていない、あるいは入所内定が出せてない人数

は、12月１日現在で172人となっております。 

 これらの待機児童解消のためには、受け入れ保育施設の定員増が必要となりますけれども、

現在、認可保育所の建てかえに伴う定員増及び新設につきまして、関係者と協議を行っている

ところでございます。 

 次に、２項目めの年少扶養控除の廃止によります保育料の変更についてですけれども、本年

４月から、子ども・子育て支援新制度がスタートしまして、保育料の階層区分につきまして、

所得税額から市民税の所得割額に算出根拠がかわり、以前、税法上ございました年少扶養控除

のみなし適用も行わないことになりました。本市につきましては、経過措置としまして、４月

から８月までの保育料につきましては、在園児のみではございますけれども、従来の階層区分

が上がる場合は据え置く経過措置を実施しておりました。 

 その経過措置を適用していた保護者のうち、９月から保育料が上がった方が43人、33世帯と

なっております。この中には、所得の増加により保育料が上がった方も含まれますけれども、

原因としましては、国の保育料の階層区分が夫婦と子ども２人の４人世帯をモデルに設定して

いるために、子どもが３人以上の世帯の保育料が上がる傾向にございます。この件につきまし

ては、少子化対策にも影響しますことから、国に対し、改善を求めていくことを考えておりま

す。 

 次に、３項目めの子ども・子育て会議についてでございますけれども、本年度は、まだ開催

はしておりませんけれども、本年３月に策定いたしました太宰府市子ども・子育て支援事業計

画の進捗状況、待機児童の増加等によります事業計画の見直しの時期等につきまして協議をす

るために、今年度中の開催を予定をしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） まず、待機児の解消についてですが、今、厚生省が４月１日にまとめ

た保育所等関連状況取りまとめでは、待機児童が５年ぶりに増加しています。全国的にどの自

治体も待機児解消の問題は抱えていることだと思います。以前、話に出ていました五条保育所

のことなんですけれども、１点それから増員したことによって200人定員で待機児が解消でき

るのではないかというようなことが予測されていたんですけれども、実際に今、170人しか子

どもが入れてない状況だということで、それは、保育士さんが足りなくてですね、子どもを受

け入れることができないというふうなことを聞いております。そして、今、募集もかけている

ということで、９月議会では補正予算で嘱託職員をということで、９名の募集になっていると

思いますけれども、募集の状況、９人が採用がされたのかどうか、ここのところをお聞かせく

ださい。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（中島俊二） まず、五条保育所につきまして、現在、170名子どもさんお預かり

をしておりますけれども、これから入所を予定の方も含めまして、来年３月までには176名の

方を受け入れるようになっております。 

 なお、保育士の確保につきましては、全国的な問題もございまして、なかなか見つかってお

りませんけれども、いろいろなハローワークとか保育協会とかホームページとか広報とか、さ

まざまな形で募集をしておりますけれども、なかなか採用ができてないという現状がございま

す。 

 なお、以前補正を組ませていただきました保育士さんにつきましても、現在９名ですね、不

足しておるという現状でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） ９人募集で、まだお一人も来られてないということでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） フルで勤務していただく方については採用ができてないという現状

がございます。何人かの方の面接を行っているんですけれども、その方の働き方ですね、時間

単位で短時間で働きたいというパートの方ですね。朝出とか夜、夕方、そういうことについて

は、数名任用が出ているんですけれども、フルで、ローテーションに入っていただく嘱託の方

については採用ができてないという現状でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 待機児解消のために定員を増やした公立保育所に、いまだに入れなく

て待機児が増えているということは、やはりここの部分を最初に解決しないといけないのでは

ないかというふうに思います。この募集が、嘱託職員ということになっていますけれども、こ

れ、正規職員にかえることによって、やっぱりフルタイムで働きたい、身分を保障してほしい

という保育士の方はたくさんいらっしゃいます。若い保育士さんもいらっしゃいますし。そう

いうところで考えれないかというふうに思うんですけれども、そこのところ、いかがでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 正職の雇用についてでございますけれども、平成27年度、３名の正

職保育士を雇用をしております。それで、来年度に向けまして、現在、２名の正職の保育士さ

んを雇用するということで考えております。現場としましては、総務部と協議をしながらです

ね、計画的に正職の保育士さんを雇用するということで協議をしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 平成27年度、今年度３名の方を正職に採用されたにもかかわらず足り

てないという現状だと思うんですね。市長にちょっと伺いたいんですけれども、この待機児の

問題ですね、公立保育所で定員数に達していないこの状況、で、待機児がいるという状況を、
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早急に改善するべきだと思うんですけれども、この点について見解を伺いたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） ご指摘のとおり、五条保育所を定員拡大したにもかかわらず、またそういう

待機児童が増えている現状、あるいはまた、社会情勢の変化で、やはり女性が働かなきゃいけ

ない、働かざるを得ないという状況は、非常にそういう社会状況になっていると思いますの

で、総合的にいろいろな形での保育の受け入れについてしっかり考えていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） この待機児の問題については、市長の今の子育て世代に、子育て支援

にもなるというような認識はあられると思います。公立の保育所は、やはり地域の保育水準を

規定するという性格があったり、また行政機関の一組織でもあります。公の施設ということ

で、通園する子どもと保護者だけでなくてですね、住民全体の財産でもあります。ここの保育

士を、やはり正職で雇って、子育ての支援の中核になるという認識で、ぜひここの部分、早急

に対応をしていただきたいというふうに思います。 

 次にですね、部長の回答にありました私立保育所の建てかえ時の定員増についてですけれど

も、今、公立保育所と一緒にやはり公立保育所を補完するところで私立保育所がありますが、

建てかえを考えている保育所も増えてきています。この建てかえをするときに、やはり敷地を

拡張する用地取得、それから建物の改修費用など資金の調達や、それから新規保育士採用で、

募集でちゅうちょされているようなことも聞いております。この敷地拡張、それから建物の改

修などの費用について、補助などを行えば前向きに増員に取り組めるのではないかというふう

に思いますけれども、ここのところ、お考えがあるのか、また、調査研究されたことがあるの

か、伺います。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） まず、現在、全国的にこの待機児童がですね、50万人ぐらいいると

いうこともございまして、国のほうでは積極的に施策を打っております。その中で、以前は子

ども安心基金というのがございましたけれども、それが現在なくなりまして、国の保育所の整

備交付金というのがございます。それを受けまして、市のほうでも条例等を策定しておりまし

て、一定の補助をですね、改修につきましても行うようにしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 国からの交付金はもちろんあると思いますけれども、それにプラスし

て、自治体として私立保育所にも協力してほしいと、支援するという形での財政支援を検討し

てはどうかというふうに思います。そして、保育士の確保なんですけれども、定員を増員すれ

ば保育士も増やさないといけない。なかなかその保育士さんが集まらないということが私立保
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育園のほうでも言われております。今、ニュースにもなっています。横浜のほうでは、この保

育士不足を解消するために、家賃の補助を出して応募が増えたというような実績があります。

このことで、東京都の世田谷区でも来年度より取り入れるというふうに聞いています。 

 先日、大学の保育養成の学科のある就職支援の方からお話を聞いたんですけれども、学校の

ほうには、やっぱり私立保育所のほうから、学生さんをぜひうちの保育所のほうにというよう

なお話があるそうなんですけれども、そのときに、住宅補助をつけるのでぜひうちに来てほし

いというようなお話があったそうなんですね。やはり就職してすぐ地方から出てきている学生

さんが、通っていた学校の近くで就職するという、それを支援するためにも住宅補助をつける

かつけないかでですね、保育士さんを確保するというような手段になるのではないかなという

ふうに思いますけれども、この点についてはこういう情報は聞かれたことありますでしょう

か。検討と、また、検討できるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 済みません。私は把握しておりませんでしたけれども、東京のほう

が待機児童が非常に多いということで、地方から東京等都心のほうに行かれて保育士さんにな

る場合、そういう制度があるということでございます。 

 済みません。それと、先ほどの整備交付金ですけれども、市のほうがですね、４分の１から

12分の１まで幅はありますけれども、市費をつけまして交付しておりますので、申し添えま

す。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 部長が今言われました、地方から出てきている学生たちにということ

の支援ではあるんですけれども、今お話ししたのは、やはり大学、この太宰府市内の大学でも

地方から来ている学生さんたちがいますので、そういう学生たちの支援という意味でも検討し

てはどうかというような提案です。 

 そして、あと、待機児解消について、認定こども園の移行を考えてあるというふうな、促し

ているというようなお話もありましたけれども、この認定こども園というのが、今年度の子ど

も・子育て支援法の施行によって進められているんですけれども、厚生労働省の調査だと、今

年度と来年度、平成28年度までの移行する園が全体の３割にとどまっているということで、や

はり事務の負担だとか、施設の収入面での不安などでなかなか足を踏み出せないというような

状況があるということが報告されています。それを円滑に移行するために、やはり自治体がそ

の事業者との意見交換などが必要だというようなことが課題とされていますけれども、今、そ

の事業者と、今の市内の保育園とのお話もされているということですので、そこのところは状

況を、しっかり聞いていただいて、移行できるのであれば移行して、また増員していくという

ような形もお願いしたいと思います。 

 待機児童の解消については、今、幾つか提案をいたしましたけれども、早急にですね、でき

るところからしていただいて、やはりこの子育て世代の働く環境、そして子どもたちの生活の
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環境をですね、整えていただくことを要望いたします。 

 続いて、子ども・子育て支援法が施行されたことによって税改正で年少扶養控除が廃止され

て保育料が上がっているということで、今、答弁の中で、やはりみなし適用がなくなったこと

によって保育料が上がった方がいらっしゃるというお話でした。太宰府市内で、最大で月保育

料が2万7,000円上がった方がいらっしゃるというふうに聞いていますし、平均で１万円上がっ

ているというふうに聞いております。今、部長もおっしゃいましたけれども、やはりこの年少

扶養控除が廃止されるということ自体がやはり多子世帯に影響を与えますし、子育て支援、そ

れから少子化対策に逆行しているのではないかというふうに思います。 

 この多子世帯に対しての対策の事例があります。ちょっと調べたんですけれども、福岡市の

事例ですが、これが、第３子優遇制度として、18歳未満の子どもを３人以上養育する家庭で、

３番目以降のお子さんが小学校入学前の３年間、経済支援を行うという制度で、保育園の通園

に関しては、３人目の保育料を免除するということになっています。太宰府市は、今、３人目

の保育料が無料なんですけれども、この３人目が無料というのは、３人同時に保育所に入って

いないと３人目が無料にならないんですけれども、この福岡市の場合は、18歳未満の子どもた

ちをカウントして３番目以降は保育料が無料になるという制度です。やっぱり年少扶養控除、

廃止されましたけれども、これをカバーするのであれば、福岡市のとっている、その18歳未満

の子どもからカウントして援助するべきだと思いますが、改善のお考えはありますでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 本市におきましては、今年の８月までで、そのみなし適用について

は廃止をさせていただいております。議員がおっしゃるように、確かに多子世帯につきまして

は保育料が上がった方もいらっしゃるということでございますので、いろいろ検討はしている

んですけれども、今年の国の来年に向けての考え方なんですけれども、幼児教育の無償化に関

する連絡会がありまして、子どもが３人以上いる多子世帯や低所得者への負担軽減を段階的に

強化していくということで、来年度からではございますけれども、具体的な検討に入るという

ふうな新聞記事も出ておりますし、本市としましては、独自にみなし適用等をした場合につき

ましては、単費ということになりますので、その辺も考慮しながらですね、このみなし適用に

つきましては考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 来年か再来年か、近い将来に幼稚園のほうの就学奨励金の年少扶養控

除も廃止されるというようなお話も聞いていますけれども、それはそのように理解しといてよ

ろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 新しい新制度に入らない文部科学省の所管の幼稚園就園奨励費でご

ざいますけれども、今年度につきましては、年少扶養控除のみなし適用につきましても、国庫
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補助の対象になっておりますけれども、来年度につきましては未定ということでございます。

本市につきましては、今年の４月に新制度に移行をいたしまして、幼稚園の１号認定者の方の

保育料が年少扶養控除のみなし控除を適用しないということになっておりますので、来年度に

つきましては年少扶養控除のみなし適用はしない方向で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 市長に伺います。 

 今、保育料の年少扶養控除が廃止されたことによって多子世帯が保育料の負担が増えてい

る。そして、幼稚園についても、今後、そのような傾向が生まれるのではないかということ

で、これ、国の施策ではあります。やはり子育て支援、それから働く世帯の支援にやはり逆行

しているかというところはあるんですけれども、このことについて市長がどのように考えられ

るのか。そして、これからどういうふうな施策をされていくのか、ここの部分を補完していく

ことができるのか、今あるお考えを少しお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） ご指摘の問題、特に子どもさんがたくさんいらっしゃるところの家庭の支援

をどうするか、あるいは今後ともやはり安心して子育てできる、あるいは地域の中で子育てし

ていくというふうな関係の中で、今の実態をしっかり把握しながら、子育て支援というのは大

きな柱として私ども考えておりますので、いろいろなことは考えていきたいと思っております

が、国の制度と市のやり方と、若干の違いがあったりするかと思うんですが、そのあたりも把

握しながら新年度、子育ての支援をどういう形でやっていくのかというはしっかりやっていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 今、市長からお話しいただきました子育て支援について、来年度予算

にも、できるところから、そして早急に対策をとっていただきたいというふうに要望いたしま

す。 

 ３点目の子ども・子育て支援会議についてですが、３月に支援計画が策定されてから、その

後、会議が開かれてないということで、その間にこの待機児童の問題、それから保育料の問題

が出てきています。何か計画を立てているときに会議をするのではなくて、やはり常日ごろか

らですね、定期的に会議をして、委員さんから今の現状、それからこういうふうな改善ができ

るのでないかという提案などを、やはりためておくというか、聞いておく。そして、実際に計

画をする。それから、実行するときに、それを反映していくということが必要ではないかなと

いうふうに思います。 

 この子ども・子育て会議ですけれども、任期が２年間で平成28年３月23日が今、委員さんの

任期というふうになっています。委員さんの中には、それぞれの団体からの代表の方、それか
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ら学校の先生、自治会長さんの代表、それから主任児童委員さんなどもいらっしゃいますの

で、いろいろな角度から、この子ども・子育ての環境づくりに意見をいただいていると思うん

ですけれども、部長はこの会議を開くという計画だとおっしゃいましたので、ぜひ早く開いて

いただいて、意見を聞いていただきたいなというふうに思います。そして、反映していただき

たいなというふうに思います。 

 児童福祉法にのっとって全ての子どもたちに等しく、そして安心できる生活と巣立ちを保障

する保育環境の整備を求めて、この保育行政についての質問は終わります。 

 ２項目め、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ここで11時15分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時03分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２件目の回答をお願いいたします。 

 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 次に、２件目のマイナンバー制度につきましてご回答を申し上げま

す。 

 まず、１項目めの通知カードの受取状況につきましては、10月５日時点でですね、住民登録

のある住所地に送付するようになっておりまして、本市におきましては、太宰府郵便局が３万

626通を引き受けまして、11月18日から転送不要、簡易書留郵便として配達が始まっておりま

す。土曜、日曜、祝日、平日の夕方から夜間にかけまして配達をしていただきまして、先週の

12月５日土曜日までに完了をいたしております。しかしながら、昨日、12月10日現在でござい

ますけれども、転送不要分を含めました宛所に尋ねあたりませんということで市に返戻された

ものが698通、また、お留守の世帯も多く、郵便局で７日間とめ置いていた保管切れで返戻さ

れたものが1,785通、受け取り拒否が16通、合わせて2,499通を現在市民課でお預かりをしてい

る状況でございます。 

 市民課の窓口やお電話でのお問い合わせがあっている分につきましては、随時、本人確認を

した上で窓口で交付をしておりますけれども、再度郵送をご希望される世帯につきましては、

簡易書留で住民登録地に再送付をしております。今後、返戻されました全世帯に対しまして、

普通郵便でマイナンバー個人番号通知カードについてのお知らせという題で郵便物をお送りし

ますので、これによりまして、現在、郵便局に転送不要をされている世帯につきましてもお知

らせが届くことになります。 

 次に、２項目めの通知カードの交付の告知につきましては、市のホームページ等を初め、市

広報に４回シリーズでマイナンバー制度の説明をしておりますけれども、９月、10月号で個人

番号カードにつきまして掲載をしまして、10月初めの自治会回覧板でもお知らせをしておりま
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す。市民課やお電話で申請方法のお尋ねがありました場合は、随時、ご説明をしております。 

 このカードにつきましては、ご希望される方がご自分で申請をされるものでございまして、

強制ではございませんので、お問い合わせがある場合はその旨、ご説明をしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 今、通知カードのほうの発送は一定完了したということですが、この

発送の間に、この通知カードが簡易書留で送られて、受取人のサインや印鑑が必要なのにもか

かわらずポストに投函されていたというような市民の方から話を聞いたことがあるんですけれ

ども、このような事例を把握はされていますでしょうか。また、これ、郵便局のほうに、もし

把握されていたのであれば指導をどのようにされたのか伺いたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 先日の総務文教常任委員会におきましても、同じようなお話があり

まして、太宰府郵便局のほうに確認をさせていただきました。郵便局さんのほうから毎日配達

の出発の前にはロールプレイングを行いまして、対面での受け渡しだけしか行っていないそう

です。また、配達後は受取証のサインも全て確認をしていますということでございました。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 事実に、ポストに投函されていたという方がいらっしゃいました。個

人情報ですので、やはりそこの点は、やはり受取人の方に直接お渡しするというのがもちろん

原則ではありますので、このようなことがあったということが、やはり個人情報が漏れるとい

うことの一つになるのではないかなというふうに思って不安になるような事例だと思います。

このような事例がですね、やはりもうニュースでもよく流れて全国的な問題にもなっていて、

スタート時点から混乱していると思います。今後ですね、通知カードの発送が終わって、市民

課のほうに戻ってきている数が2,499通というお話がありましたけれども、これから普通郵便

で送ったり、そういうふうな作業に入ると思いますけれども、この作業に関してどれくらいの

職員さんがかかられるのか。また、経費、どのくらい予算としてかけてあるのか。また、こ

れ、完了するまでにどの程度時間がかかるかというふうに予想されているのか、もしわかれば

お願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 11月27日から、転送不要のものとか期間が経過したものとか返って

きていまして、11月27日は683通ですね。それから、翌週の月曜日は522通と、物すごい量の通

知カードが返ってきております。それを全部管理簿という形でですね、入力をしまして、そし

て、またその後とりに来られる方もいらっしゃいますので、その辺も全件管理しながら行って

いるという状況で、この返戻されてきてから、市民課の職員はもう残業がずっと続いておりま

して、今後、返ってきているものにつきまして普通郵便でお知らせを出すようにしていますけ
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れども、それに向けましても、もう残業をして、事務に当たっているということでございま

す。ほかにも臨時職員さんの方は雇用しておりますけれども、職員で今のところ対応している

という状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） この作業に、やはり大変な時間を費やして職員の方が頑張ってあると

思います。これ、最終的に届かない方が出てくるのではないかと思うんです。というか、受け

取れない方がですね。そういう方がいらっしゃるのか、今、予想はされていますでしょうか。

そこのところをお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） まずは、先ほども言っておりますけれども、この普通郵便でお知ら

せを再度するということで、その後、それでも受け取りがなかった場合につきましてどうする

かということを、庁舎内でも検討をしたいというふうに考えております。現状は、以上でござ

います。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） これから検討されるということですけれども、やはりこのマイナンバ

ー制度自体が、なかなか市民の方、国民の方が理解できない、どのように使っていいかわから

ないというところもあると思います。届けることがまずは先決なんですけれども、通知カード

を受け取った後に個人番号カードの交付になるんですが、これ、もう２点目に入りますけれど

も、強制ではないということになっています。窓口のほうに通知カードが届いた後にこの後ど

うすればいいのか、個人番号カードをつくるのにどうしたらいいのかという問い合わせがあっ

たときに、つくらなくても強制ではないというようなことをお話しされているというふうに言

われました。実際に１日からですかね、受け付けが始まると思います。この個人カードが、今

後、個人番号カードは、今後政府がワンカード化としてデビットカード、それからクレジット

カード、キャッシュカード、ポイントカード、診察券、そして、たばこやお酒の購入するとき

の年齢確認の利用、そして保険、健康保険証、運転免許証、学歴証明、そして2020年にはオリ

ンピック会場やカジノの入館時に利用できるようにするというようなことが検討されていま

す。また、財務省のほうでは、預貯金口座にもマイナンバーを付番するということを検討して

いるというふうに聞いています。預金口座にこのマイナンバーを付番することによって、資産

の状況がわかってですね、医療や介護の負担を増やすことを財務省が主張しているんですけれ

ども、このことによって、やはり施設入所の際の費用負担など、影響が出てくるものと思われ

ます。また、医療にかかわる情報共有では、医療機関を頻繁に使う者、それから健診の受診率

が低いという方については、保険負担料を重くする傾斜保険料も検討されています。現場で働

く市職員の方が窓口に来られる市民の方を目の前にして、このように医療や介護、保険に影響

が出てくるということ、こういう流れを受け入れられるか、心痛むところもあるのではないか

なというふうには思うんですけれども、この個人番号カード自体の申請は、強制ではないとい
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うことを強く言っていただきたいと思います。そして、この個人情報が、データベース化され

て、利用されることによって、個人の思想、信条、それから病歴などの情報まで集束されると

いうことにもつながります。もう今、個人の私生活の自由、そしてプライバシー権が侵害され

るということで訴訟を起こしている方もいらっしゃいます。 

 市長に伺います。 

 この個人番号カードについては、自治体で利用範囲を拡大することができるというふうにな

っていますが、今、検討されているところがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（濱本泰裕） 市長からということでございますけれども、私のほうからお答えをさせ

ていただきます。 

 今回の条例の提案の中で、まず、番号法に基づきまして利用が可能になるもの、そういった

ものは入れております。そして、このマイナンバー制度といいますものが、社会保障、税、災

害対策、そういったものにこれから活用していくという大きな目的を持っております。その中

で、このマイナンバー制度、これ自体はですね、やはり市民の方に広く理解をしていただく必

要があろうかと思っております。その中でこれを普及させるためには、やはり通知カードじゃ

なくて、マイナンバーカード、これの取得も進めていただきたいというふうに行政としては考

えているところでございまして、これの積極的な活用といいますものは、今後、庁内でも十分

検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 利用範囲の拡大というところでは、印鑑登録カードだったりとか、あ

と図書館の登録カードなどを検討されているところもあるということです。先ほども申し上げ

ましたけれども、市民の方のプライバシーの問題ですね、侵害されることになりますので、こ

のところ、上乗せ部分については慎重に検討していただきたいというふうに思います。 

 このマイナンバー制度ですけれども、初期費用が3,000億円とも言われています。今、部長

もおっしゃいましたけれども、税と社会保障番号制度で公平・公正な社会を実現するための社

会基盤が目的となっていまして、６つの効果が期待されるとされています。ちょっとお話しし

たいと思いますけれども、１つが、より正確な所得把握が可能となって、社会保障や税の給付

と負担の公平化が図られること。２つ目に、真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能

となるということ。３つ目に、大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な

支援に活用すること。４つ目、社会保障や税にかかわる各種行政事務の効率化が図られるこ

と。５つ目が、ＩＴを活用することによって添付書類が不要となるなど、国民の利便性が向上

すること。そして最後に、行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能に

なるというふうになっています。社会保障を充実させるためのこの制度ではありますけれど

も、この効果の中に、手を差し伸べるべき者を見つける、そして支援を行うというような文言

が２回入っているんですけれども、この部分が本当に効果が期待できるのかというのは不安に
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なるところがあります。実際に高齢者おひとり暮らしの方がですね、この通知カードを受け取

って、さあ、どうしたらいいんだ、番号カード、これ、通知カードと一緒に交付申請のご案内

って来ていますけれども、どうしたらいいんだということで、もう自分は、これ、使うことが

ないだろうからもう申請しなくていいかなとかというふうにやっぱりおっしゃる方もいらっし

ゃいます。そういう高齢者の方ですね、おひとり暮らしの方などには民生委員さんなど、それ

からケアマネージャーの方を通じてお話はしていただいているようですけれども、なかなかこ

の政府の言っている効果について期待はできないものだというふうに考えております。 

 太宰府市でも、今後、先ほども申し上げました、もちろんデータの上乗せは最低限していた

だくこと、そして国に対して、この制度については中止を求める立場で要望していただくよう

にお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員の一般質問は終わりました。 

 次に、10番上疆議員の一般質問を許可します。 

              〔10番 上疆議員 登壇〕 

○１０番（上  疆議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告してい

ます２件について質問をいたします。 

 最初に、１件目の太宰府市行政組織の変更についてでありますが、このことについては、平

成26年４月１日から変更され、１年11カ月となりましたが、この行政組織の中身がいまだに市

民を初め、市職員にとっても大変不評でございます。 

 そこで、次の３点についてお尋ねいたします。 

 １点目は、特に地域健康部と市民福祉部は、市民からは部の区別などがわからないため、地

域健康部は健康福祉部または福祉部にする、また、市民福祉部は市民生活部または市民部など

のわかりやすい名称にするべきだと考えます。 

 ２点目は、現在の地域健康部の６課のうち、地域づくり課は総務部に編入、人権政策課は総

務部または現市民福祉部に編入、文化学習課及びスポーツ課は教育部に編入、生活環境課は現

市民福祉部に編入するべきと考えます。 

 ３点目は、現在の市民福祉部７課のうち、福祉課、保育児童課、介護保険課の３課は現地域

健康部に編入されるべきと考えます。 

 これを言いますとなかなか難しいのですが、以上３点を整理させていただきますが、わかり

ますようにしたいと思います。健康福祉部または福祉部とするというのは、これはどちらかに

なっていただきたいと思っていますが、その中で課がどうなのかということで、１つは福祉

課、２つは保育児童課、３つ目は介護保険課、４つ目は国保年金課、５番目が元気づくり課と

いう５課がつながっていくということになります。 

 それから、市民生活または市民部とするということにつきましても、これは、どちらかに裁

量で考えていただきたいと思いますが、その課は、１つは市民課、２つは生活環境課、３つ目

は税務課、４つ目には納税課、それから１つは人権政策課をここに入れるか総務部に入れるか
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はちょっと後ほどこれは考えていただければと思いますが、そういうことで考えております。 

 それから、総務部は、地域づくり課及び先ほどの人権政策課を編入するかしないかはありま

すが、それを考えていただきたいと思っています。 

 それから、教育部は文化学習課、ここへスポーツ課を編入をしていただくと、このようにな

りますが、市長のご所見を伺いたいと思います。 

 次に、２件目の防犯カメラの増設についてでありますが、このことについては、何度も一般

質問で要請しておりますが、先ほど門田議員もお話がありましたような感じがありますが、当

市全体は44行政区ある中でも、１年に１カ所しか防犯カメラ設置として予算化されません。毎

年少なくとも10カ所ぐらいには増設して、安全・安心なまちづくりを推進すべきと考えている

ところです。このことについても、市長のご所見を伺います。 

 なお、回答については、件名ごとにお願いいたします。また、再質問については、議員発言

席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） １件目の太宰府市行政組織の変更についてお答えいたします。 

 機構改革につきましては、社会情勢に応じて機動的に変えていく必要があると考えておりま

して、私自身、その時期や内容を見きわめ、慎重に考えながら進めていきたいと思っておりま

す。 

 このため、今後、市民のニーズや議員から頂戴いたしましたご意見も参考にしながら検討し

てまいりますので、ご理解をよろしくお願いする次第でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当部長から回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（濱本泰裕） 詳細につきまして、私からご回答申し上げます。 

 ご質問は、３点上げていただいておりますけれども、あわせてご回答申し上げます。 

 平成26年４月１日の機構改革では、議員もご承知のとおり、地域健康部、市民福祉部が新し

く発足をいたしました。 

 地域健康部は、体育複合施設の建設とあわせまして、市民一人一人に焦点を当て、個々人が

生涯、地域の中で元気で生き生きと生活していけるような施策を実施することを通して、地域

力の強化をもあわせて図っていくとの考えから、思い切って従来までの福祉・教育・環境など

分野ごとの垣根を取り払い、横断的に組織したものでございます。 

 これによりまして、部内では、先ほど申し上げた趣旨に沿った事業が実施できないかを部長

を中心に部内の課長が定期的に集まって協議し、それまでの１分野だけにとどまらない、いわ

ゆる横串での事業の展開に努めてきております。 

 本年度から事業実施をしております元気づくりポイント制度などは、その代表的なものと言

えるもので、これによりまして、健診受診者の増加や健康づくり活動を初めさまざまな地域イ

ベントなど地域活動での参加者が増加していると聞いております。 
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 市民福祉部につきましては、転入転出の際の各種の届け出や証明書の発行などが多い部署、

ある意味、最も多くの市民と接する部署ですけれども、この市役所の顔と言える部署を一つの

部として編成し、窓口においでになる市民の方々への窓口サービスのあり方なども部内で協議

をしておるところでございます。 

 機構改革につきましては、これまでも大規模、小規模さまざま実施してきているという経緯

もございますので、市長も先ほど申しましたように、社会情勢などの変化などにより実施して

いくという方向性を持っております。今回の上議員のご提案につきましては、今後の組織のあ

り方を検討する際の参考にしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 今の回答は、ほとんどしないという考えの答えのようですが、市長は

そうじゃなかったと思うんですが。初めて言いますが、基本的に来年の３月末には現部長を初

め課長等の方々が恐らく四、五名退職されると聞き及んでおりますが、そのようなことから、

４月１日付で人事異動をされると思いますが、この行政組織の変更をするには、当然ながら太

宰府市事務分掌条例等を改正しなければならないわけですから、執行部においては早急に僕は

取り組む必要があると考えますが、もう一度、これ、市長のほうから回答お願いしたいと思い

ます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 私が市長選挙に出るに当たって、公約として行財政改革ということは大きく

掲げております。市民のための市役所として私たちがいろいろな仕事をするという認識をして

おりまして、上議員のご指摘の問題というのは、私も非常にしないということではなくて、し

なければいけないという方向で考えております。ご指摘の問題は、私自身、市民の皆様にとっ

てはわかりにくい、あるいはもっともっと市役所内部も改善する必要があるんじゃないかと思

っておりますので、しないということではなくて、やる方向で考えていきたいと思っておりま

すが、ただ、いろいろな非常な機構改革、規則、条例、いろいろなことがありますので、そこ

は時期を見ながらやっていきたいと思っておりまして、やらないということではありません

し、やっていく方向で考えているということでございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 今の回答もちょっと私としては受け入れられませんが、基本的にです

ね、実際にやるとすれば今度しかないんですよね。部長が３人退職されるんで。そうしたとき

に、また改めてするとなればね、大変な、それこそ労力が要ると思いますよ。そういう分で

は、この際に、今度の４月付人事異動をする前にね、すればすっとできることであって、事務

的にどう、難しいことじゃないんで、市長がするかしないかの問題なんですよね。だから、そ

ういうことで、事務分掌条例なんか簡単な話なんで、今、先ほど私が示したことについてです

ね、イエスかノーかじゃありませんけれども、そういう内容の中で、これはやっていこうと、
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これはしないと。それは、もう市長の考えでやっていただいていいと思うんですが、今のまま

であればですね、本当に市民としてはわかりにくい。職員もわかりにくい。職員もとまどっと

りますよ。そういう分では、やっぱり変えるべきだと、そういうことで言ってんですから、そ

んな悠長なことでされては困るんで、４月１日までにされるかされないかを回答してもらえま

せんか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） ちょっと４月１日までにできるかどうかというのは、非常に考えるところで

ございますが、ご指摘の問題は慎重に考えていきたいというふうに思っている次第です。問題

意識としては、非常に大きな問題だと思っておりますし、改革しなければいけないと考えてい

る次第でございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 今、市長のほうからは考えていきたいということは受けましたが、４

月１日には間に合いそうもありません。それをやっぱり市のほうで、副市長もちゃんと来てお

りますので、お二人で協議いただいて、部長が入ってくる話じゃなくてですね、市長と副市長

で十分検討していただいて、早急に条例をつくるのは総務部長にお願いしていいと思います

が、やはりやるか、やらないかという部分については、市長、副市長のほうで十分考えていた

だいて、早急に考えていただきますように、これはお願いするしかありませんので、もうこれ

を４月越してしまいますと、本当にまたずっと４年が過ぎてしまうということになろうと思い

ますので、ぜひ早目にできるような形で考えていただきたいということで、１点目は終わりま

す。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答お願いします。 

 市長。 

○市長（刈 茂） 次に、２件目の防犯カメラの増設について回答させていただきます。 

 太宰府市における刑法犯認知件数は、ここ数年減少傾向でございます。このことは、各自治

会で行っていただいております防犯パトロールや登下校時の見守り活動が定着してきたことな

ど、犯罪が発生しにくい環境をつくり上げるために多くの方がご尽力されているあかしだと思

っております。 

 防犯カメラにつきましては、犯罪抑止の効果があると認識しているところでございまして、

防犯の取り組みとして今後とも計画的に設置を行っていきたいと考えております。 

 詳細については、部長から説明させます。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

              （10番上  疆議員「結構です。総務部長は結構です。前から聞い

てますので。市長のほうから」と呼ぶ） 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 予算的な裏づけもありますので、それを踏まえながらやっていきたいという
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ふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） そのように市長が言っていただきましたが、要するに、とにかく先ほ

ど説明しましたように、ここ四、五年、１カ所100万円ですよ。１カ所しかできないんです

ね。44行政区あるんですよ。そういう中でね、44行政区で10カ所つくったら44年かかるんです

よ。そういう部分でね、やっぱり今、被害そのものは減ってきているということなんでしょう

けれども、それはまたちょっと違うと思います、考え方が。事件とかそういう問題じゃなく

て、これからはやっぱり高齢者が多くなるんで、高齢者の皆さんが、やっぱり徘回とかいろい

ろありますよね、認知症の問題等がありまして。そういった方の行方不明等が出ることは間違

いありません。私も十分想定しておりますので。こういう大変危険な部分がいっぱい交差点に

あって、どこに行かれたかわからないというようなことからしますと、これ、44行政、どっこ

もそうなんです、今からは。うちの町内会でも、もう三、四人がもう大変な方になっておりま

して、それを見回るのが大変なことなんですが、やはりこういう中で防犯カメラがあることに

よってですね、あの人は、ああ、ここに行っとったと、写るわけですね、写真に。そういった

分で、非常に防犯カメラというのは抑止があることもあるし、高齢者の皆さんを早目に救える

といったらおかしいんですが、そういうこともできると思っています。そういうことから言っ

ているんですが、詳しく再度、前の市長にも言ったんですが、そのことを再度言いますけれど

もね、前市長に説明いたしましたということで、この防犯カメラの設置については、市内44行

政区内での危険な場所や公民館、公園、それから各駅前、コンビニ周辺などのその他、11小・

中学校の校内や校外の周辺を初め、夜間の暗いところだけでなく、昼間でも１人で下校してい

ると、性犯罪行為などが発生する恐れもあります。また、徘回高齢者の行方不明者が増えると

想定されることや、大変危険な交差点、市内の公共施設、特に市民プール、建設中の総合体育

館を初め、市庁舎の玄関口のアプローチ、回廊などたくさんございます。こういった箇所は、

ほとんど24時間監視体制が必要なところであると思うわけです。 

 このような状況の中で、やはり防犯カメラは設置すべきと考えておるわけですが、そのこと

について、市長、また一言言ってもらいたいと思いますが、先ほど新年度予算の中で考えてい

くということでしたが、それがどのくらいの箇所をしてくれる予定なのか、しようとして思っ

ているのか、２つについて、もう一度市長のほうから回答お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 上議員の分で回答させていただきます。 

 防犯カメラ等いろいろな考え方でこれから必要じゃないかということでございます。実際、

１基つけるのに100万円前後かかりますので、できるだけ早い時期につけれるように検討して

まいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 
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○１０番（上  疆議員） 今言うように44行政区あるんで、すぐできることじゃありません。だ

から、１年に１カ所じゃなくて、最低でも10カ所と私は言っていますけれども、その分は予算

の関係もありますので、今度の新年度予算で、どのぐらい市長、副市長のほうが考えていただ

いて、予算に計上していただくかはまた見ていきたいと思いますが、そういった分で、また、

足らなければまた再度質問させていただきますけれども、できるだけ私の言いましたように、

最低でも10カ所ぐらいはできるような形でしていただけるように、今日はお願いをして終わり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時50分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番堺剛議員の一般質問を許可します。 

              〔１番 堺剛議員 登壇〕 

○１番（堺  剛議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従って２件質問さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、１件目ですが、イノシシの予防対策について、市民の視点と行政との相違の観点か

らお伺いをいたします。 

 福岡県第二種特定鳥獣（イノシシ）管理計画において、「本県では、中山間部地域を中心

に、イノシシ、シカ、サル等の獣類やカラス類による農林水産物被害が深刻化している。とり

わけイノシシについては、被害が全県的に拡大している状況にある（中略）また、近年では市

街地において人的被害が発生するなど、農林業被害のみにとどまらず、県民生活との直接的な

あつれきを生じており、イノシシ被害を軽減するための対策を早急に講じることが緊急の課題

となっている」と。県の計画策定の目的、総括にあります。この問題点に関しては、本市にお

きましても以前から何度も一般質問事項に掲げられています。その都度、所管対応していただ

いている経緯状況を踏まえ、お伺いをいたします。 

 まず１点目、本年度のイノシシの生育地域、捕獲状況、被害状況及び被害額、防止対策につ

いてお聞かせください。 

 ２点目、平成24年度より国（農林水産省）の鳥獣被害防止総合対策交付金は、対策協議会へ

直接交付される性質のため、市の予算計上はされていないと思いますが、市の予算編成におい

て、イノシシ防止対策に係る支出金があるのかないのか、お尋ねいたします。 

 ３点目、市長にお伺いいたします。本市の計画の中に目標を達成するための施策の基本的な

考え方を市民の皆様へ改めてお示しいただければと思います。 
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 次に、２件目の空き家問題の対策についてお伺いします。 

 空き家は、全国的にも増加傾向にあり、近い将来、高齢化する本市においては、今後も空き

家の増加は続くと考えられます。また、空き家には、利活用の方針が決まってないものも多

く、それらは日常的な管理がなされてないのが現状であると思います。適切な管理がされず、

放置されたままの空き家は、老朽化による屋根材等の飛散、不審者の侵入、ごみの放置など、

防災、防犯、衛生、景観等の面で大きな問題を生じさせ、いわゆる空き家問題として危惧され

ています。 

 そこで、まず１点目として、市内の現状として空き家問題が健在する中、本市ではどのよう

な方向性で取り組んでいかれるのか、市長にお尋ねをいたします。 

 また、空き家が増えること自体が問題ではなく、適切に管理されない、活用されないことが

問題です。福岡県では、「空き家問題の対策にむけて」という手引書を活用し、空き家問題解

決への具体的対策へとつなげるよう求めています。そして、放置空き家となることを防ぐに

は、活用できる空き家については積極的な活用を、そうでなくとも管理が不十分とならないよ

うに適正管理を促すことが重要であると考えます。しかし、既に危険な状態となっている空き

家については、除去を進める必要があると思います。このように、空き家問題に対する具体策

としては、管理不全対策、活用、除去があると思いますが、その前に、空き家問題を予防する

ために検討すべきことがあります。まずは、所有者等に活用や管理の意識を持っていただき、

問題が起こらないように促していくことが大切であると考えます。 

 そこで、２点目をお尋ねいたします。本市において、今後、住民意識の醸成、啓発を促すた

め、どのような取り組みをされていかれるのかお聞かせください。 

 ３点目に、本市の実態把握されている現状をお聞かせください。 

 ４点目、空き家実態調査への社会資本整備総合交付金の活用について、現状及び計画があれ

ばお聞かせください。また、住民から空き家について相談があった場合、その対応について

は、関係する各課が受けているのが現状であると思います。今後、空き家問題が増えてくる

と、個別に対応するのではなく、庁内での意思の統一や問題、課題の共有を図ることが必要に

なると考えます。 

 そこで、５点目、具体的な対策となれば、市外の専門機関、例えば弁護士や建築士、不動産

業者などとの連携も欠かせないと思います。そこで、他の関係機関との連携を視野に入れた体

制づくりを検討されているのか、お伺いします。 

 以上、質問項目２件についてご回答をお願いいたします。 

 再質問は、発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） １件目、イノシシの予防対策の３項目めの施策の基本的考え方につきまし

て、私のほうから回答させていただきます。 

 今後のイノシシ被害に対する施策としまして、農産物への被害防止はもとより、出没地域周
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辺住民の皆様の安心と安全の確保を第１に考え、現在行っております捕獲活動を継続するとと

もに、イノシシを目撃したときの対応方法などの情報提供を行ってまいりたいと思います。 

 市の施策に対する皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、１項目め及び２項目めについては、担当部長から回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） １件目のイノシシ予防対策についてご回答させていただきます。 

 まず、１項目めの捕獲被害状況及び防止策についてでございますけれども、本市は四方を山

に囲まれていることもございまして、イノシシの出没、目撃情報が数多く寄せられているとこ

ろでございます。特に、北谷、内山周辺を初め、松川、三条周辺地域や観世音寺、坂本、国

分、水城周辺地域、大佐野周辺地域といいました宝満山や四王寺山等の山間部にまずは集中し

ておりますけれども、最近は、その裾野にあります住宅地付近での目撃情報も寄せられている

ところでございます。 

 あわせまして、イノシシによる農作物への被害を初め、ため池の堰堤や田のあぜ道の掘り返

しなど、さまざまな被害が発生している状況でございます。 

 本市の農作物への被害状況におきましては、水稲作物を主としまして、平成24年度が44万

1,000円、平成25年度が74万7,000円、平成26年度が84万4,000円となっております。これは、

農業共済へ届け出されました数値に基づくものでございますけれども、これにとどまらず、田

畑またそのあぜの掘り返しなどによりまして、農地機能のそのものへの被害も発生していると

ころでございます。 

 本市におきましては、平成26年度までに被害農地に対しましてイノシシの侵入防止柵の設置

を実施しますとともに、猟友会また北谷・内山農事組合と協力いたしまして、大型箱わな76基

を市内の山間部の裾野に広範囲にわたり設置をいたしております。そういった形で捕獲活動を

行っておるところでございます。 

 箱わなの設置に当たりましては、出没の情報によりまして現地確認をまず行い、危険性のな

い場所、有効な場所を猟友会の皆様とも検討しながら行いまして、設置後におきましては、週

２回の現地の見回り、また、餌入れを行っているところでございます。 

 その結果、捕獲頭数は、平成24年度が152頭、平成25年度が196頭、平成26年度159頭、そし

て今年度は11月末の現在でございますけれども、203頭となっております。毎年、山中に餌が

ない時期の初夏から初秋にかけまして捕獲頭数が増加する傾向がございますけれども、今年に

つきましては、出没、目撃情報も特に多く、捕獲頭数も多くなっている状況でございます。 

 また、住宅地付近の出没情報への対応といたしましては、関係部署及び警察など関係機関と

連携した現地確認を行いまして、状況によりましては、学校等への連絡など注意喚起を行って

おるところでございます。 

 次に、２項目めの支出金についてでございます。 

 本市の鳥獣被害防止対策における予算措置につきましては、市と協力して捕獲活動を行って
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いただいております猟友会、北谷・内山農事組合への捕獲の委託料、そして被害対策への技術

の向上や普及指導、生息状況や被害発生状況の確認を行っていただいております鳥獣被害対策

実施隊の報酬、そして費用弁償のほか、農業被害についての対策を検討するために、市、県、

ＪＡ、また地元農業者、猟友会で構成します鳥獣被害防止対策協議会への事務費補助金を計上

いたしているところでございます。 

 回答は、以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） はい、ご回答ありがとうございます。 

 まず、この質問に入る前にですね、このイノシシに、市長、遭遇されたことはあります。ち

ょっとお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 遭遇はしておりませんが、私の自宅のすぐ裏が水城の堤防になっておりまし

て、土手の部分をずっと堀り繰り返しまして、雨のたびにその土が落ちてきているというよう

な状況がありますのと、近くではハクビシンを見たことがあります。それと、天拝公園では、

大きなイノシシと２匹の子どものイノシシが公園を堂々と散歩しているのを、天拝公園、これ

は二日市ですけれども、筑紫野市ですが、見たことがあります。本当に大きいイノシシでし

た。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 今、市長のほうにお尋ねしたのは、イノシシの生態の特徴といいます

か、そのあたりをしっかりご認識いただくためにお願いいたしました。市民の皆さんにも広く

知っていただくために、イノシシがどんなに危険な動物なのかというところで、私も昨日ちょ

っといろいろ調べさせてもらったんですけれども、やっぱりイノシシというのは雄のほうが牙

を持っていましてね、人に襲いかかると大変な大けがを負わせるというデータが、パソコンを

開いて調べるとよく載っています。そして、繁殖能力が非常に高い動物である。大体、今か

ら、12月から２月ぐらいにかけてですね、今、繁殖期に入っております。そして、５月ぐらい

から１回妊娠期に入りまして、その繁殖期の春を逃した雌が秋にまた妊娠するという。１回に

つき、大体四、五頭生まれるということらしいです。 

 それで、先ほど部長のほうからご答弁いただいたように、本市においてもですね、このイノ

シシ対策については増加傾向に来ていると、ということ、お話を今伺いまして、非常にこれか

ら人害の、要するに人への災害が起きないのか、このあたりの懸念がありまして今回の質問を

させていただいております。よろしくお願いいたします。 

 あと、経緯について、皆さんに知っておいていただきたいのがもう一つあります。実は、こ

のイノシシというのは、動物的な生態からいくと、もともと山間部に住む動物じゃないんです

ね。平地にいた動物が、過去、高度成長期に伴って、ここに県の資料がございますけれども、

多分これ、所管の方お持ちだと思いますが、10年ごとによって生態分布図というのがありま
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す。それで見てみますと、昭和50年ぐらいから、ずっと急速に繁殖していると、生息域がかな

り伸びてきています。これは何を意味しているかというと、やっぱり高度成長期に合わせて人

社会が整備されていく中で、この生息域がだんだん山合いに追いやられたという経緯がござい

ます。そういう人社会としての責任も果たさないといけない大事な問題である、このような認

識から再質問をさせていただきたいと思っております。 

 今、ご報告があったように、非常に管理については、年々増えてきているにもかかわらず被

害が今のところ出てきてないというご認識だと思いますが、私も最近市民相談でいろいろなと

ころに出向くようになりました。その際によくお伺いするのはですね、いろいろな地域の方か

らイノシシに対するご相談が少しずつ今、上がってきています。それで、市民の皆様が物すご

く不安がってらっしゃいまして、今後、どのような形で市は取り組んでいかれるのかですね、

その中でもう一度再確認のためお聞きしたいと思いますが、これから管理の目標を達成するた

めの基本的な考え方として、被害防除対策、固定数管理、生息環境管理といろいろ計画がある

と思いますが、今後、見直しをされるのかどうか、それとも現状のままでいかれるのかどう

か、このあたり、ちょっと確認をさせてください。よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 現在、イノシシの被害に対します管理目標と申しますか、そのよう

なものを設けておりまして、それは、議員からのご質問の中にございました、第４期の福岡県

特定鳥獣（イノシシ）保護管理計画、これを踏まえまして、太宰府市、また、これにつきまし

ては那珂川町さんと共同で広域鳥獣被害防止計画というものを策定しております。その中で、

農作物の被害の額の低減でございますとか、捕獲頭数を目標として設定しておるところでござ

います。 

 これを受けまして、このたび福岡県におきましては、この保護管理計画が見直しを第５期と

いうことで行われております。また、先ほどもご説明しましたとおり、捕獲頭数も現実的に増

えているというふうなこともございますので、これにつきましては、太宰府市・那珂川町広域

鳥獣被害防止計画、これの見直しにつきまして、福岡県でございますとか、那珂川町とも協議

してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ご回答ありがとうございます。そのあたりしっかりですね、見直し検討

されるに当たって、捕獲数の頭数の調整、このあたりについては、しっかりと管理されてい

る、担当所管のほうにご相談に行ったときも非常にお仕事をされているんだなということをわ

かっております。所管に行きましてお伺いしたところ、大体70カ所ぐらいに整備されてあっ

て、そのところを職員でずっと回りながら捕獲を続けてらっしゃるという状況をお伺いして、

非常に頑張ってらっしゃるんだなというふうに思っております。そのあたり評価したいと思い

ます。 
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 今後、検証のあり方について、しっかり市民の皆様のご意見も尊重しながらやっていただき

たい、このように思います。イノシシについては、もう。後、以前ですね、一般議員のほうか

らもいろいろな質問がたびたび出てきています。市長、ここでお願いしたいんですけれども、

結局、イノシシの管理というのがですね、統制頭数の調整というのは、これは構わないと思う

んですが、人的被害が出ないようにですね、管理していくということを念頭に置いて、目標設

定においては、そのあたりをちょっと考えながら、所管から上がってきた書類についてはご検

討いただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、このイノシシ問題についてはですね、もともと平地に生息した動物が、先ほど申し

上げましたように、人社会の影響で山間部に追いやられている状況の中ですね、今度逆に、行

政のほうから市民の皆様にお願いしないといけないこともあると思います。いわゆる残菜を置

かない。個人農園の管理をしっかりしていただくとか。万が一遭遇した場合にどういう対応を

すればいいのか。このあたりを市民との共有化を図る場をですね、できればお願いしたいなあ

と、このように私は考えておりますが、お考えのほうをお示しください。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） イノシシの被害の防止につきましては、農家の皆様はもとよりでご

ざいます、周辺にお住まいの皆様を含めて、おっしゃるとおり、庭先、柿とかそういうものが

庭の中にあるというふうな、餌となるものが放置されますと、イノシシはそこに餌があるとい

うことで学ぶというふうに聞いております。そういった面では、イノシシにとってそういう環

境をつくっていかない、魅力がないエリアなんだなあというふうにするということが必要だと

いうふうに言われておるところでございます。 

 また、突然イノシシに出会った場合、これについては、まずは、ゆっくり落ちついて行動す

るとか、子どものイノシシ、ウリボーですね、かわいいからといって近づくと親が近くに見当

たらなくてもいると、それが非常に接近すると危険な状態になる、そのようなこともあるとい

うことでございますので、このような形で攻撃をしないとか、身を守る安全の対処法も含め

て、まずは市政だよりあたりを使いまして、わかりやすく、そして農家の方だけではなくて、

周辺の住宅の皆様も、ミミズあたりの餌はどうしても食べるというようなことでございますの

で、まずは、近隣にお住まいの住宅地の皆様についてもできること、そういったことも含め

て、わかりやすくお知らせしていきたいなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ご回答ありがとうございます。 

 部長、もう一つですね、踏み込んで、できましたら、市民の皆様とそういった場を設ける形

の方向性をちょっとご検討いただければありがたいなと思います。これ、呉市のサンプルをち

ょっと引っ張ってきたんですが、呉市のホームページに載っています。ここで自治会で取り組

むというテーマでありまして、その自治会長さんのコメントがこのように載っていました。そ
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の「地区でイノシシ被害が非常に多く、新聞配達中や、通学などでもたびたび出没しており、

イノシシ対策には苦慮しています。しかし地域の皆さんもイノシシ対策には非常に協力的で、

特に捕獲については、捕獲柵の管理や市駆除斑との協力により、年間二、三十頭のイノシシを

捕獲し、被害も少しずつ減っています。今後も自治会をあげてイノシシ対策に取り組み、安全

対策、被害対策に努めていきたいと思います」と。ここがポイントだと思うんですね。地域に

根差した施策、そのあたりをしっかりとご検討いただきながら、今後、イノシシについては人

的被害を絶対起こさない、この信念で取り組んでいただきたいと思います。この案件は以上で

ございます。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答お願いします。 

 市長。 

○市長（刈 茂） 次に、２件目の空き家問題の対策についてご回答を申し上げます。 

 まず、１項目めの空き家問題対策の方向性ですが、議員ご指摘のとおり、適切な管理が行わ

れていない空き家等が社会問題になっていることから、適正な管理による生活環境の保全と、

あわせて空き家等の活用を促進することを目的として、昨年11月に空家等対策の推進に関する

特別措置法が公布され、本年５月に全面施行されました。 

 本市におきましては、福岡県、県内市町村、関係団体で構成されている福岡県空家対策連絡

協議会において、他自治体と連携して適正管理及び利活用のそれぞれの側面から情報共有及び

さまざまな検討を行っているところでございます。 

 また、本市における空き家に関する相談は、現在のところ雑草や樹木の伐採等がほとんどで

あるため、主に生活環境課で対応しているところですが、空き家問題とその対策については、

防犯・防災、環境衛生、景観等の適正管理面と、住宅や地域におけるコミュニティ活動、福祉

活動への利活用等多岐にわたっており、総合的に対応していく必要があることから、関係課会

議を開催し、検討を行っております。 

 今後につきましては、まず第１に、空き家の実態把握を行い、あわせて庁内での連携体制づ

くりを進めるとともに、県空き家対策連絡協議会の検討結果等も踏まえながら、本市の実態に

沿った形で方針、施策を検討していきたいと考えております。 

 ２項目め以降については、担当部長から回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 続きまして、２項目めの住民意識の醸成・啓発についてでございま

すが、現在のところ、苦情、相談のあった空き家につきましては、所有者に対して手紙、電

話、または訪問などによりまして適切な管理に関する指導を行っているところでございます。 

 また、福岡県空家対策連絡協議会の適正管理部会におきまして、空き家の適切な管理、活用

についての啓発モデルパンフレットを現在作成中でございます。 

 今後、本市の空き家施策に関する方向性が固まりましたら、啓発パンフレットや広報「だざ

いふ」、太宰府市ホームページ等にて啓発等行っていきたいというふうに考えております。 
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 次に、３項目めの本市の現状についてでございますが、本市の空き家住宅数は、本年、平成

27年７月に福岡県の依頼にて実施をいたしました空き家候補の戸数把握を行う基礎データ調査

におきまして、上下水道の利用状況及び固定資産課税台帳等を参考にし推計した結果といたし

まして、467件と報告をしているところでございます。 

 また、太宰府市におけます空き家に関する苦情、相談件数につきましては、平成27年11月末

現在で44件でございます。１件につき複数の内容が含まれますことから、草刈り26件、樹木抜

粋19件、建物に関するもの９件、虫・動物に関するもの８件、その他３件となっております。 

 なお、苦情、相談への対応につきましては、先ほどの市長の答弁にもございましたが、現在

のところほとんどが草刈りとか樹木伐採等の環境衛生面に関するものがほとんどでございます

ので、主に生活環境課のほうで対応をしているところでございます。この中でも、相談内容に

よりましては、税務課や防災安全課などと連携しながら対応しているケースもございます。 

 次に、４項目めの交付金の現状及び計画でありますが、空き家対策に関する交付金につきま

しては、社会資本整備総合交付金等があります。空き家実態調査、不良住宅、空き家住宅の除

却事業及び空き家の活用事業等が対象となっております。 

 交付金等の活用に当たりましては、さまざまな要件がございますが、実態調査等、今後空き

家対策を行う上で、可能な限り交付金等を活用して進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、５項目めの具体的な対策体制についてでございますが、空き家問題とその対策につ

きましては、防犯・防災、環境衛生、景観等の適正管理面と、住宅や地域におけるコミュニテ

ィ活動、福祉活動への利活用等多岐にわたっており、総合的に対応していく必要がございます

ことから、庁内におきましては、関係課会議を開催し、検討を行っているところです。今のと

ころ、経営企画課、地域づくり課、都市計画課、生活環境課で連携をしておりますが、今後、

他の課も含めまして太宰府市としての方針を立てる必要があるというふうに考えております。 

 また、外部専門機関との連携につきましても、今後、空き家対策に取り組んでいく中で、専

門家のアドバイスが必要になってくることが想定をされますので、連携に向けて検討していき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ご回答ありがとうございます。検討し、今から実態調査に力を入れてい

く、こういうご答弁だったというふうに理解をしております。 

 そこで、私から申し上げたいのが、太宰府市において今後、空き家条例がどういう課題に位

置づけされるか、このあたりについては、本市においては、人口減少というには、これから推

移は余り微動で余り動かない、このような認識であろうと思いますが、高齢化は間違いなくや

ってきます。それで、高齢化対策についても、この空き家条例というのは必要になってくると

思いますけれども、ここでちょっと市長にご答弁いただきたいんですが、今の現状を踏まえ

て、今後、この空き家条例制定に向けた取り組みをですね、市長はどのようにお考えなのか、
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ご答弁いただければというふうに思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 空き家問題につきましては、これからの少子・高齢化時代に向けて本市でも

顕在化していくことは、もう十分認識している次第でございます。空家対策特別措置法は、所

有者の管理責任に言及した上で、市町村が空き家の適正管理について指導や勧告、立入調査、

固定資産税情報の内部利用できるなど、かなり実効性のある法律となっております。また、市

は、地域の実情を勘案しまして、空家等対策計画を定めることができるとなっており、この中

で、空き家の活用方針についても盛り込むことができると考えております。 

 ６月議会でもご回答しましたとおりですが、まずは、平成28年度に空き家の実態調査を行い

たいと考えております。その結果をもとに、本市の空き家対策の方向性をしっかり定めていき

たいと思っておりますので、その過程で条例化についても必要性を含めて検討していきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ありがとうございます。じゃあ、平成28年度から実態調査を行って条例

化を進めていく。ということは、条例化策定に向けた取り組みをしていくということでよろし

いんでしょうか。市長。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） その必要性も含めて検討していきたいということで、条例を必ずしもつくり

上げるというところまでは、今のところ言えないような形でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 結局そこが問題なんですね。担当所管、今先ほど部長のほうからもご答

弁いただきました。今、一所管のほうで対応窓口をしていただいていると思いますが、特定空

き家の特定という認定は、じゃあ誰にさせるのかということ。法は整備されました。県は推進

しなさいと言ってあります。今日はもう時間がないので資料をお示しいたしませんけれども、

結局、この福岡県の中でも、13市６町、もう進めてあります。ここ二、三年ではかなりの自治

体が条例化に踏んであります。ここも一つの大きな、私は言っておきたいところなんですけれ

ども、結局条例を制定しないと意味をなさないんですよ。結局空き家問題というのは、空き家

が増えることが問題じゃないんですね。これ、増えるのは間違いありませんので。それがその

まま放置されて、活用もされない、対応もしない、ここが問題なんです。市長は、就任された

とき言われました。安心・安全なまちづくり。そしたら、安心・安全なまちづくりというの

は、どういう根拠性を持って言われているのか。空き家問題で行かれたときに、担当の方が一

番苦慮されるのは、多分、何の法的根拠があって私の家屋に来ているのかと。その法的根拠の

整備をするのが、我々行政体の責任であるし、安心・安全なまちづくりの根幹となす条例づく

りというのは、どの市よりも早く手をつけて行っていかないといけない、この姿勢に市長がな
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っていただかないと、これから安心・安全なまちづくりの補完はできません。そのあたりはし

っかりと明記していただきたいと思います。 

 それとあと、これは担当所管のほうに申し上げたいんですけれども、組織構造的に、先ほど

各課連携してというご答弁がありました。でも、空き家問題というのは、いろいろなものが複

合しております。問題が提示されましたら、そこにおられる地域の方の関係性、行政の対応、

かかわる団体、そして関係機関、民間も入ります。こういう複合した取り組みをやっていかな

いといけない中で、まず、条例が制定されてないんじゃあ大きな問題です。このご認識に立っ

ていただきたい。それと、所管が一所管で対応できる課題ではありません。ですので、よかっ

たら、私のほうからご提案申し上げたいのは、連絡協議会の設置をお願いしたい。この市の庁

内においてはですね。このことを求めたいと思いますが、答弁のほうお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 空き家対策に関しましては、適正管理と利活用の２つの側面という

部分があると思いますので、その２つの対応が必要であるということに思っております。今、

議員言われましたように、そうなりますと、庁内の関係課というのも非常に多くなってくるか

と思っております。人口減少対策、都市計画、防災・防犯、環境衛生、景観地域活性化とかで

すね、さまざまな部分の連携が必要になるかと思いますので、今、議員ご指摘のとおりです

ね、横断的な体制といいますか、そういうものをつくってくることが必要になってくるんじゃ

ないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） そのあたりは、部長、大変恐縮なんですけれども、よろしくお願いした

いと思います。というのは、一所管だけだと、本当無理があります。業務上差し支えるある体

制づくりはきちっとしていただきたい。 

 市長、空き家条例という条例化は必要だというご認識でよろしいんですかね。それとも、制

定でななくて、必要なのか、必要ではないのか、このあたりご答弁いただけませんか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 先ほど回答させていただきましたように、平成28年度に実態調査をするとい

うことで、いろいろなことが明らかになってくると思いますので、それをしっかり分析する中

で、いろいろなことは考えていきたいと思っておりますが、やはりいろいろな地域、地域、か

なりのところで大きな問題だというふうに考えておりますので、次年度、しっかり取り組んで

いくということは表明させていただきます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ありがとうございます。現職、現市長におかれましては、条例化に向け

て努力はするけれども条例化していくというお約束は今、とれない。これ、非常に残念なこと

でございます。前市長におかれましては、前、我が公明党市議団のほうの議員のほうから一般
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質問を申し上げたときに、特別措置法が成立しましたことからこの法律に沿った対応をしてい

きたいと、このように思っておりますとご答弁をいただいております。前市長は、やると言わ

れました。現市長は、まだ検討と言われています。ここが、スピード化のある対応ではないと

私は認識いたします。安心・安全なまちづくりというのは、言葉だけじゃあ無理です。法整備

をして、予算づくりをして、体制づくりをしてやっていく、この責任が我々にはある。このこ

とをですね、強く申し上げて、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員の一般質問は終わりました。 

 次に、15番藤井雅之議員の一般質問を許可します。 

              〔15番 藤井雅之議員 登壇〕 

○１５番（藤井雅之議員） 議長から発言の許可をいただきましたので、通告書に記載しておりま

す３項目について質問させていただきます。 

 まず、国民健康保険税について、３点伺わせていただきます。 

 今議会に提案されております議案第71号「太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について」の中で、国民健康保険税の後期高齢者支援金と介護納付金部分の税率の変更、引

き上げる内容が盛り込まれています。来年度から適用されるとして、課税額は太宰府市の国保

加入世帯の構成状況や今年の所得状況による部分もあり、機械的に言えない部分もあります

が、筑紫地区の中で一番高い国民健康保険税がさらに引き上げられることになります。 

 今議会では、国保会計にこれまで再三にわたって求めてきた一般会計からの法定外繰り入れ

が５億円実施され、累積する赤字部分の縮小について対応されたことは評価いたしますが、一

方で見れば、赤字部分の解消のために税率の改定を実施するのかとも見えてしまいます。今回

の税率改定が、今後進む広域化に向けての保険税への影響がないのか伺います。 

 同時に、国民健康保険税の納期について、現在、８期の対応で個別に相談された方には納期

の緩和措置をとられていますが、保険税が引き上げになることの影響を考えれば、現在の８期

から納期の緩和を行って１期当たりの国民健康保険税の負担を軽くするように措置をとるべき

と思いますが、見解を求めます。 

 次に、広域化について伺います。 

 国保の運営主体を県単位に変更する広域化の実施が、平成30年に迫っています。10月28日に

行われた福岡県議会の決算特別委員会でも、福岡県医療保健課長は、日本共産党の髙瀬県議へ

の答弁で、「市町村国保においては高齢者の割合が高く、それによって医療水準も高くなる一

方で、無職者の割合が高く、所得水準が低いために保険料収入が得にくい構造となっている」

と述べています。そういった状況において、小川知事も、財政運営を広域化したり、運営主体

を県に変えただけでは解決しないと発言されています。 

 全国知事会においては、高過ぎる国民健康保険税を協会けんぽ並みに引き下げるために１兆

円の国庫負担を求めていますが、広域化において、今現在の保険税の影響がどのようになるの
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か、現状の認識を伺います。 

 ３点目に、かかりつけ薬局の取り組みについて伺います。 

 医療費適正化の一つとして、かかりつけ医と同時にかかりつけ薬局の取り組みが推奨されて

います。現在では、病院で診療を受けて処方箋を受け取り、院外薬局で薬をもらうということ

が多いと思います。病院で発行される処方箋は、どこの院外薬局に持って行ってもいいという

ことになっていますが、実際は処方箋をもらった病院の近くにある薬局で薬をもらっておられ

る方が多いのが現状と思います。私も経験したことですが、整形外科を受診し、処方箋が発行

されました。時間がなかったので、病院近くの薬局には行かずに、その日の夕方、自宅近くの

薬局に処方箋を持っていきましたが、扱っていない薬だと言われ、もう１件行った別の薬局で

も同じ対応でした。処方箋を発行してもらった病院の近くの薬局に行かれたほうがいいと思い

ますと言われ、翌日もらいに行きました。内科、外科、眼科などかかりつけ医を決めることは

容易にできますが、かかりつけ薬局を決めるということは、現状の仕組みの中では難しい部分

もあると思いますが、かかりつけ薬局の取り組みについての対応策を伺います。 

 ２点目に、環境行政について伺います。 

 家庭から出る使用済みのペットボトルのごみ処理については、これまで春日大野城衛生施設

組合に委託されていましたが、今年度から内山にある株式会社宮崎太宰府リサイクルセンター

に変更になりました。今回の変更で、これまでと大きな違いは、各家庭から出るペットボトル

や白色トレーについて再資源化の材料として買い取ってもらうということになったことだと思

います。本年８月19日に環境厚生常任委員会の所管施設調査で、実施に内山にあるリサイクル

センターに伺いました。施設を視察させていただき、関係者の方からもお話を伺いましたが、

ペットボトルだけでなく、古紙や空き缶などの施設も稼働しており、大規模なしっかりとした

会社であるということの印象を持ちました。これまで委託費を払って処理する形から買い取っ

てもらう形に変更になったということで言えば、家庭用ペットボトル、白色トレーの袋代につ

いては引き下げをできる余地があるのではないかと考えます。この間、消費税の増税や各種公

共料金などの引き上げで家計の負担が増している状況において、現在、１枚30円、店頭での販

売価格は10枚で消費税を含んで324円という状況ですが、負担軽減が検討できるところは、積

極的に進めていくべきだと考えます。袋代の引き下げについての見解を伺います。 

 次に、博多港へのクルーズ船の寄港について伺います。 

 11月21日付の西日本新聞において、2016年の博多港への外国クルーズ船の寄港回数が前年比

の1.6倍、約400回と、過去最高を大幅に更新する見通しであるということが報じられていま

す。要因として、発着地の中国でのクルーズ旅行の需要が拡大していること、客船の新規参入

も相次いでいること、地理的に近く、買い物が楽しめる福岡の人気が高まっていることが言わ

れています。 

 博多港への外国クルーズ船寄港急増を受けて、福岡市では、クルーズ船の受け入れやクルー

ズ客の観光に関する協議会を立ち上げ、今後も寄港回数は増加すると見込んでいると言われて
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いるのが状況であります。 

 今年、2015年の博多港へのクルーズ船の寄港は250回ですが、現在の観光地の一つに太宰府

天満宮などの太宰府市も含まれています。大型バスで来られる外国人観光客の増加によって、

比較的渋滞が少ないと言われる九州国立博物館の休館日にも、早い時間では朝８時台から既に

渋滞が発生している光景も多く見られました。 

 来年は、クルーズ船の寄港回数の増加に加えて、九州国立博物館での特別展の開催や太宰府

天満宮への参拝など、今年以上に渋滞の慢性化で市民生活への提供も大きくなることが懸念さ

れます。九州国立博物館の特別展の開催などは、市民の方にも情報提供がされていますが、博

多港へのクルーズ船の寄港の情報は、今現在、知るすべも限られているのが現状です。外国人

観光客の増加は、国家戦略の一環でもあり、観光地である太宰府市にとっても、今のような状

況が続くことは容易に想像できますが、市民への情報提供として、まず、博多港へのクルーズ

船寄港情報を知らせる手段を市としても検討するべきだと思います。市政だよりやホームペー

ジはもとより、ケーブルテレビなども活用して、情報を市民に提供し、渋滞に巻き込まれない

など日常生活への支障を来さないようにすべきだと考えますが、見解を求めます。 

 再質問は、発言席で行わせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） １件目の国民健康保険税及び事業についてご回答申し上げます。 

 国民健康保険税につきましては、国民健康保険制度の根幹をなすもので、被保険者の皆様に

ご負担いただく保険税が基本財産であると認識をしている次第でございます。 

 本市の国民健康保険事業特別会計は、平成26年度決算におきまして約10億5,600万円の累積

赤字を抱えておりますが、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、太宰府市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例とあわせまして、国保特別会計へ５億円の法定外繰り入れの補正

予算を本議会に提案させていただいている次第であります。 

 被保険者の皆様方には、保険税の改定によりご負担をおかけいたしますが、市としまして

も、責任を持って赤字の解消に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 今後とも公平かつ適正な賦課、収納に努め、平成30年度からの県との共同運営に向け、太宰

府市国民健康保険事業の健全な運営に責任を持って努めてまいる所存でございます。 

 詳細につきましては、担当部長より回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 詳細につきまして私からご回答を申し上げます。 

 まず、１項目めの国民健康保険税についてでございますけれども、平成20年度の後期高齢者

医療制度の開始に伴います税率改正以来、これまで税率の改正を行っておりません。しかしな

がら、医療費も増加しておりますけれども、各医療保険の中で徴収をされております、いわゆ

る現役世代が負担する後期高齢者支援金や介護納付金の負担金の増加が国保財政を圧迫してい
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る状況が継続しておりまして、今年度開催しました太宰府市国民健康保険運営協議会への諮

問、答申をいただきまして、医療分については据え置き、後期高齢者支援金分と介護納付金に

つきましては、後期高齢者医療保険及び介護保険本体に支払う負担金でございまして、医療保

険者が負担金額を抑制できるものではございませんことから、本12月議会に税率改正を提案さ

せていただいております。 

 国保会計の単年度収支の赤字を解消するためには、今回の約２倍の改定率でなければ赤字は

解消できないと試算しておりますけれども、国民健康保険運営協議会におきまして、被保険者

の皆様の負担が大き過ぎるとのご意見もあり、今回の改定税率の答申をいただいております。 

 なお、ご質問の今回の税率改定の広域化に向けての保険税への影響ですが、平成30年度から

都道府県が市町村ごとに示す納付金及び標準保険税率等の詳細はまだ決定されておりませんけ

れども、各市町村の国保被保険者の年齢構成の差異を調整した医療費水準及び所得水準をもと

に決定される予定となっておりますので、今回の保険税率の改定は広域化に向けまして保険税

への影響は直接にはないものというふうに考えております。 

 また、現在、６月から１月までの８期の国保税の納期の緩和につきましては、支払い回数の

増によりまして１回の支払い額が軽減でき、納付向上につながるものと考えておりまして、現

在、検討を行っているところでございます。 

 次に、２項目めの広域化への対応についてですが、平成30年度から国民健康保険事業が都道

府県と市町村の共同運営となりまして、特に財政運営の責任主体が都道府県に移行されること

となっております。それにあわせまして、国から追加の財政支援が行われる予定となっており

ますけれども、国保は構造的な問題があることから、本市といたしましても、市長会等を通じ

て国に財政措置の拡充及び制度運営の改善の要望を行っております。 

 なお、平成30年度からの制度の詳細につきましては、現在、国と地方の協議の場であります

国保基盤強化協議会等におきまして議論されておりますけれども、今後、詳細が決まりました

ら、遺漏のないように対応したいと考えております。 

 次に、３項目めのかかりつけ薬局の取り組みについてですが、議員がご指摘のとおり、現状

は全ての調剤薬局があらゆる処方箋に対応できる状況ではございません。国の規制改革会議第

３次答申におきまして、医療機関の周りにある、いわゆる門前薬局の現状と、今後の地域包括

ケアの一員としてのかかりつけ薬局について指摘がありまして、規制改革実施計画において、

かかりつけ薬局の要件の明確化など、平成27年度に検討し、結論を出すようになっておりま

す。かかりつけ薬局は、患者様の服薬状況を一元的に管理することで重複投薬や薬の飲み残し

を防ぎ、患者の安全性の確保や医療費の適正化につながるものでありますので、今後の動向を

注視しながら、薬剤師会、医師会、歯科医師会と協力して対応していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 
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○１５番（藤井雅之議員） 再質問ですけれども、いろいろ(1)(2)(3)と、あるいは(1)(2)包括す

るような形の内容になるかもしれませんけれども、その辺はご了承いただきたいと思います。

その上で、まず、国保に関しての基本的な認識をお伺いしたいんですけれども、医療費の水準

におきまして、病院の受診の際には、初期の症状の段階で受診をしたほうが、国保の医療の給

付費ですね、その部分は安く上がるというふうに私は認識を持っておりますけれども、その認

識は間違いないでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 早期発見、早期治療というのが病気の根本でございますので、議員

がおっしゃるようなことはそうだと思いますけれども、まずは予防ですね、健診等が第一だと

いうふうに私は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その点で、私がちょっと疑問にといいますか、今、冒頭に再質問で伺

わせていただいたのが、今回の12月の広報ですね、国保の事業の決算というのが載っておりま

したけれども、その中で下のほうに被保険者（市民）の皆さんへのお願いというこのピンクの

四角がありました。そして、具体的に取り組んでいただきたいことということで、６点上がっ

ていますね。「①特定健診は、病気の早期発見・早期治療のために毎年受けましょう。②腰痛

や風邪など少し気をつければ防げる病気やけがから身を守りましょう。③歯磨きなどにより歯

を大切にしましょう。④持病がある人は、かかりつけ医師による健康管理をしっかり受けまし

ょう。⑤ジェネリック医薬品への切り替えを医師、薬剤師に相談しましょう。⑥食事、運動、

飲酒、喫煙など、日ごろの生活習慣を見直してみましょう。」、これに、私はどきっとしまし

たけれども。この６点書いてありますけれども、早期に受診することで、早期の受診を呼びか

ける文言というのは一切含まれてないですよね。この文言ぱっと見ると、最初の上のほうには

増大する医療費や介護費用は、将来的な保険税の値上げや自己負担の拡大という形で被保険者

皆さん一人一人の負担を増すおそれがありますというようなこととかですね、何かここに書い

てある文言を見ると、もう病院に行かないでください、保険使わないでくださいというよう

な、そういうような形にも、私が読んだらそういうふうにとれてしまうんですけれども、そう

いう認識ではない上で、この文章といいますか、国保事業の決算というのは広報に今回載せら

れているわけですね。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 見解の相違でございまして、私は決してそういうふうには思ってお

りませんし、健康保険は皆保険制度というのが、これがもう大前提にございますので、どれぐ

らいで病院に行くかというのは確かにございますけれども、ぐあいが悪ければ病院に行ってい

ただくというのは、それは当然、当たり前のことだというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 
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○１５番（藤井雅之議員） わかりました。その上で質問の詳細の部分ですけれども、まず、納期

について伺わせていただきます。先ほど部長の納期についても緩和は検討するということを答

弁いただきましたけれども、過去、納期の緩和の質問をさせていただいたときには、いろいろ

行政の内部のシステムの変更の予算の問題だったりとか、いろいろ今の６月からの８期の納期

のほうが行政の都合といいますか、収納の関係の手続上のほうは都合がいいということで、納

期の緩和はその当時は考えていないというような答弁が、何回かこの国保の問題取り上げたと

きに伺っておるところが、少し検討という部分では前進しているのかなとも思いますけれど

も、その納期の緩和、具体的な部分に向けて、予算措置等も含めて進展が今、しているという

ふうに認識してよろしいでしょうか。税のところも、中島部長が所管されておられますので、

その辺は内部で進めておられるのかなというふうに私は理解するんですけれども、現状、そう

いうふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 国保税を賦課しておりますのも、国保年金課でございます。私の所

管でございますけれども、今回、改定といいましても、実質的に値上げでございます。それ

で、モデル世帯を検討しておるんですけれども、その場合、８期であればですね、年額であり

ますけれども、金額が当然上がることになりますので、現状の８期のままでは、１回にお支払

いしていただく金額が高いということを考えまして、１回でも増やしたいということで検討し

て、それに伴うシステム改修費も、検討しておるというところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その検討というのがですね、実現に向ける、今、当然役所も新年度の

予算編成に向けて、いろいろ動きがあるということは理解しておりますけれども、そういった

予算措置が行われることが、見込みとしてどうなっているのか、そこら辺もう少しご答弁いた

だきたいんですけれども、答えれますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 今現在が新年度予算の策定中でございますので、期数を上げる方向

で予算要求をしているということで、最終的には、これは議会の承認になりますので。それ

と、期数の増につきましても、これはもう、国民健康保険税条例のですね、条例の改正になり

ますので、３月議会に上げられるようにということで、今、準備を進めておるところでござい

ます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 念のため財政当局、総務部長あるいは副市長、今の関連の部分の対応

について適正にしていただきたいと思いますが、ご答弁お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（濱本泰裕） 今回のこの国保税の改定、これにつきましては、非常に私どもも関心を

持って見ているところでございまして、これに伴います改定ですね、納期を増やす、そういっ
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たことについては、必要であれば当然対応していくことになろうかというふうに考えておりま

す。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） それと、保険税の関連ですけれども、まず、１点伺いたいのが、平成

26年において国保のほうに特別調整交付金ですね、経営努力支援分という交付額、これが出て

いると思うんですけれども、まず、出ていることが間違いないかどうかお答えください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） この特別調整交付金ですけれども、特別調整交付金も幾つかありま

して、その他特別事情分ということで、議員がおっしゃいましたように、国保被保険者として

の経営努力をですね、県が認めていただいている分があります。平成26年度におきましては、

特別調整交付金（特々調）といいますけれども、4,100万円交付されております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その4,100万円の使い道といいますかね、どういうふうに使われたの

か。例えば、基金に積み上げられた形跡もないですし、通常どおり国保会計に入れられて使わ

れたのかですね、どういうふうに処理をされているのか。おおよそで結構です。細かくこれに

使いました、これに使いましたという答弁は求めません。どういうふうに、国保会計に入れ

て、基金に積み上げられてないことはわかります。ですから、国保会計に入れて適正にといい

ますか、いろいろな事業の中で使っていったというふうな形の答弁でも結構でございますの

で、どういうふうに使われましたか、この4,100万円は。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） この国民健康保険事業には、国、県からの補助金といいますか、調

整交付金等も入っております。その中の一つとして、特別調整交付金がございまして、この

特々調につきましても、国保事業特別会計のほうに歳入として入れまして、国保事業の運営の

ために使っているということで、医療費に対応しているというふうに理解していただいていま

す。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） この特別調整交付金というのは、毎年出るものではないということは

理解しております。いろいろ経営努力の部分で認められて、私の手元にも持っていますけれど

も、平成26年度は福岡県下20自治体でありまして、太宰府市の推薦順位が17位ということで、

4,100万円ですね、入ってきているわけですけれども、今後も、こういった調整交付金が出た

場合の対応といいますか、この調整交付金の使途のルール化というか、国保会計の中で、例え

ば基金に入れる、あるいは何か使い方を定めるというような、そういったルール化というのは

必要ないんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 特にこの調整交付金が、どういうものに使いなさいということはご
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ざいませんで、現実問題として、今、毎年、赤字が出ている状況の中で、議員が一つおっしゃ

いますような、その基金の積み立てというのは、できる状況ではないというふうに考えており

まして、医療費の支払いにまず充てるというようなことが先決だというふうに考えておりま

す。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 一応今回法定外で５億円補正予算で入れられたという部分と、その財

政の部分ですけれども、ということは、念のため確認しておきますけれども、今回のこの法定

外というのは、あくまでも今回限りということじゃなくて、もうこれを今後は継続をして、国

保会計の新年度の予算とか組まれていくお考えなのか。それとも、今までどおり繰上充用とい

う形で、後で専決処分の承認を求めておられる形なのか。とりあえず今回５億円を法定外で入

れましたというような認識なのか。そこら辺の基本的なところをまず、お聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 先ほどこの法定外繰り入れにつきましては、なぜ今回行ったかとい

うことでございますけれども、平成30年度からこの国保事業が県単位に広域化されるというこ

とが法律上はっきりしましたことから、平成30年度に向かって、これまでの累積赤字をです

ね、どうするかというふうに考えたときに、今年度につきましては５億円ということで、一般

会計のほうにお願いをしたというところでございます。 

 今後につきましても、平成30年度に向かって、この累積赤字につきましては、解消に努めて

いかなければいけないというように考えておりますので、財政当局のほうとですね、折衝して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 11月24日ですけれども、監査委員の研修で福岡県のほうに行かせてい

ただく機会がありました。福岡県下の各自治体や事務組合の監査委員が集まっての研修であり

ましたけれども、その中で、福岡県の市町村支援課からの講演といいますか、中で地方財政の

課題についてということで話を聞く機会がありましたけれども、その中に地方財政の健全化と

いうことで、年度を超えた基金の繰りかえ運用、要はこれ、繰上充用のことなんですけれど

も、繰上充用のことについて、実質的に一般会計に資金不足が生じている状況において、十分

な説明責任が果たされないため、実態に即した財務状況が開示され、住民や議会と客観的なチ

ェックができるよう、決算書等への記載を促す措置をとるべきだ、詳細な実施状況について

は、総務省においても把握し、必要応じてきめ細やかな助言を実施すべきというような、繰上

充用については、決して国保の繰上充用、毎年行っているというような、そういう自治体、太

宰府とは名指しはされませんでしたけれども、見受けられて、それは決して好ましいことでは

ないというような県のほうからの話も受けました。そういったことを考えると、確かに県の補

助金を減らしてきているような動向とか、国の国保への補助金が減らされているというような

ことは、ちょっと横に置いたとしても、県のほうも、やはりこの繰上充用での対応というの
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は、好ましいことではないというふうな判断をしているというような資料があります。資料と

いうか、話も聞きましたけれども、そうなると、やはり今後、保険税の今回引き上げが提案さ

れていますけれども、やはり一定のそういった繰上充用ではなくてもう法定外の繰り入れとい

うのをきちんと制度化、ルール化をしていく必要があるのではないかなと思いますけれども、

その点についてのご認識、再度お聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 新しく平成30年度になりましたら、県のほうで財政安定会基金とい

うものを設けられるようになっております。国保財産の中で不足した分はですね、そこから借

りてもいいですよと。ただし、それはあくまで借り入れですんで、お返しするという形になり

ますけれども、その中で、その法定外繰り入れとかですね、繰上充用については特に言及がさ

れてないというふうに認識しております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その部分は、後でちょっとこの資料、お渡ししますので、もう一度検

討をしていただきたいと思います。 

 それと、壇上でも述べましたけれども、国保の広域化において、国が3,400億円の公費を投

入するというような、知事会は１兆円といいましたけれども、3,400億円という形で実際、今

年度より低所得者数に応じて1,700億円の予算措置がされておられますけれども、これについ

ては、太宰府市ではどういうふうな対応をされたんでしょうか。私の認識では、１人当たり年

額5,000円程度の保険税の軽減に活用ができる財源であるというふうに、県のそういった部分

の認識も持っているんですけれども、その辺はどういうふうに認識されていますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） まず、平成27年度、本年度からですね、国の財政支援ということ

で、まず1,700億円、それから、平成30年度からは、さらに1,700億円、計の3,400億円が国保

のほうに投入されるというふうになっております。議員がおっしゃいます今年度の1,700億円

につきましては、予定はされておりますけれども、この財政支援につきましては、低所得者の

数に応じて市町村に交付されるものとなっておりまして、本市への具体的な配分額について

は、まだ決定されておりません。本市の国保の赤字の少しでも削減に効果があるというふうに

期待をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 赤字の削減にということは、あくまでも赤字の削減のために使われる

ということで、低所得者の保険税の引き下げには現在使う考えはないということですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） この1,700億円につきましては、市町村の判断で使っていいという

ふうに認識しておりますので、低所得者の方につきましては、７割、５割、２割軽減というの
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がございますので、確実にその辺は実施しております。それ以上に国保財政が逼迫しておると

いうことからですね、この1,700億円をその低所得者の方に向けてだけに使用するということ

は考えておりません。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） それで、そういうことですけれども、現状の保険税の状況ですけれど

も、これは、おとといの委員会でも聞きましたけれども、再度本会議でもお聞きします。壇上

でも述べました筑紫地区でも一番高いということですけれども、筑紫地区の中で、一番安い大

野城市と、現在の太宰府市との差がどれくらいあって、仮に議案のほうで第71号との提案され

ている部分もあわせて、議案第71号で提案されている改定後の数字と、それと現状の部分、一

番安い大野城市とどのくらい開きがあるのかというのを本会議場で再度お示しください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 大野城市さんとの比較ということでございますけれども、３つの後

期高齢者支援金と介護納付金と医療分というのがありまして、それぞれその世帯の構成により

まして、保険税が変わってくるもんですから、あくまでモデルケースとして所得200万円の４

人家族で、ご夫婦が40歳以上で介護納付金がかかる場合ということで申し上げますと、大野城

市さんが29万2,100円、改定後の本市の保険税が34万800円、4万8,700円、これは年額でござい

ますけれども、それだけの開きが出るということでございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） ですので、やはりそれだけ開きがある中で、先ほど言いましたけれど

も、国からの1,700億円の部分が本当に来たときに赤字の解消に使うということが正しい使い

方なのかですね。はっきり言えば、軽減措置が適用されているというその部分は漏れなくされ

ていると私も思います。ただ、低所得者の方に、軽減措置をとることと、仮に1,700億円で１

人当たり、国のモデルでは5,000円引き下げの対応の交付金だというような話があります。軽

減を適用するのと5,000円仮に引き下げれるのと、どちらがより一層所得の低い方に負担が軽

くできるのかという、そういう視点で検証はされているんでしょうか。軽減のほうが、より負

担が軽くなるということでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 先ほど言いましたように、所得が低い方につきましては、７割、５

割、２割軽減がありますと言いました。それ以上に低所得者の１人5,000円ということでおっ

しゃいましたけれども、その分については、全体の医療費っていいますか、全体の国保事業会

計の中で1,700億円が入るということで、保険税の伸びの抑制、もっと上げなくてはいけない

ものを1,700億円があることによって一定の水準まで抑えることができるというふうに考えて

おります。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） そうですね。その部分ですけれども、これももうちょっと残り20分近
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くになってきましたので、まだちょっとあれですけれども、念のためにこれは確認させていた

だきますけれども、では、じゃあ国保の税の部分の引き上げは、広域化に向けていく中では、

当初の運営協議会の答申の中では、もう少し高いところだったけれども、ここにとどめたとい

うような先ほどの答弁もあったと思いますけれども、場合によっては再度の引き上げというの

が行われる可能性がまだ残っているということですか。それとも、もうこの改定で、あとは広

域化に向けてさまざまな取り組みをしていく中で、税の改定は今回限りだというふうな認識で

いいんでしょうか。どちらでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（中島俊二） 今回の改定につきましては、議員がおっしゃるように、1,700億円

の国の財政措置が入るということもございまして、平成27年度の決算状況を見ながら、平成

28年度以降については検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） はい。ちょっと後の質問との兼ね合いもありますので、ちょっとかか

りつけ薬局の先ほどいただいた答弁については、再度議事録を確認させていただいて、また別

の機会にですね、議論をさせていただきたいというふうに思いますが、いずれにしましても、

今回の保険税の改定が、所得の低い方にとっての負担にならないような対応、とりわけ保険税

の引き上げに伴う納期の部分の緩和については、絶対最低限のところとして、行っていただき

たいということを要望いたしまして、１項目めの国保の質問、終わらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ここで14時35分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後２時17分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時35分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２件目の回答をお願いいたします。 

 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 次に、２件目の環境行政についてご回答申し上げます。 

 ペットボトルと白色トレーの再資源化処理につきましては、容器包装リサイクル法が完全施

行されました平成12年度から指定ごみ袋による分別回収を始めました。当時、太宰府市は、ペ

ットボトルと白色トレイの中間処理を行う施設や設備を有しておりませんでしたので、春日大

野城衛生施設組合に再資源化のための中間処理を委託する形でペットボトルと白色トレーの減

量化と再資源化を推進してまいりました。 

 しかし、本市が組合構成団体ではない春日大野城衛生施設組合に長期間処理を委託し続ける

ことは困難な状況であったことや、中間処理に係る委託料の削減が課題となっておりましたた

め、委託以外の処理方法を検討しておりました。そうしましたところ、市内内山区にございま

す株式会社宮崎太宰府リサイクルセンターにおきまして、従来ごみとして中間処理が必要だっ
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たペットボトル、白色トレーを有価物として引き渡し、しかも国内でリサイクルできるルート

を確保することができました。このことから、平成27年４月から春日大野城衛生施設組合での

再資源化処理委託を廃止しまして、プラスチック製容器包装とあわせてペットボトル、白色ト

レーについても、独自処理を行うよう見直しを行ったところでございます。 

 お尋ねのペットボトル、白色トレーの指定袋の料金につきましては、処理ルートの見直しに

伴い、中間処理に要していた委託料を削減することができましたことから、現在、指定袋の料

金見直しについて検討を行っているところでございます。 

 具体的な料金設定や時期につきましても、あわせて検討中でございますが、ごみ処理手数料

の改定につきましては、市民生活に直結するものでございますので、十分な周知期間をとる必

要があることから、市民の皆様及び事業者の皆様に混乱が生じないよう、慎重に進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 今のご答弁なんですけれども、検討はしていると。それと、周知期間

の関係で最後、慎重に進めてまいりますということになると、まず、袋代が下がるという方向

で検討されているというふうに理解していいのか、それとも、下げれるかどうか含めて、前段

階の検討という形なのか、まず、その点をお聞きしたいと思います。それによっては、ここの

質問を早く終わるか長くお話しするかによりますので、次の答弁、大変重要ですので、その

辺、もう少しはっきりとお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 下げる方向で検討しております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その方向がわかりましたけれども、となると、周知期間というと、今

検討しておられますので、大体、来年の４月というのは、まず、周知期間とか、まだ検討段階

ですから難しいのかなというふうには思いますけれども、少なくとも早ければ来年度中、ある

いは国の動向がわかりませんけれども、少なくとも消費税が10％に引き上がるときなどにはで

すね、一定の形で検討を出すべきじゃないかなというふうに思いますけれども、大体時期とい

うのは、周知期間含めてどれぐらいの目途を持って今、検討されているか。そこまでお聞かせ

ください。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 現在、検討中ということでございますが、条例改正が必要になって

まいりますので、それも含めて現在、検討しておるところでございますが、周知期間として

は、半年ほどは必要ではないかということで、こちらのほうとしては考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） わかりました。答弁において、一定その方向性だけはですね、示され
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たことを、今日のところはよしとしまして、早期に結果を報告していただきたいということを

要望して、この項目の質問は終わらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ３件目の回答をお願いします。 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） ３件目の博多港へ寄港するクルーズ船に関しましてご回答いたしま

す。 

 博多港へのクルーズ船寄港数は、平成25年度は38回、平成26年度は115回、平成27年度は約

260回を予定しておりまして、さらに平成28年度には約400回と過去最多を大幅に更新する見通

しとなっておるところでございます。 

 こうしたクルーズ船寄港の急増に伴いまして、福岡県内におきましては、１度に数千人単位

の観光客を運ぶ観光バスによります交通渋滞の発生や、観光バスの不足による修学旅行の日程

変更など、諸問題も発生しております。 

 本市におきましても、多くのクルーズ船観光客により、太宰府天満宮や参道がにぎわいを見

せます一方で、観光バスが同一の時刻に集中した際には、駐車場入庫待ちによります交通渋滞

が発生する状況もございます。 

 本市では、現在、観光目的の移動の円滑化、交通渋滞の緩和、公共交通機関利用の促進など

を目的といたしまして、太宰府市観光交通ガイドというインターネットサイトを市のホームペ

ージに設置しているところでございます。 

 太宰府市観光交通ガイドは、年間を通じまして太宰府天満宮第１、第２駐車場周辺や市役所

前など、市内７カ所に設置しておりますライブカメラによるリアルタイムの道路状況でござい

ますとか、九州国立博物館駐車場の満車、空車情報、これにつきまして配信するもので、この

情報はスマートフォンや携帯電話でも、常時、閲覧可能としております。 

 また、年末年始につきましては、サイトの名称を太宰府市年末年始交通ガイドと改めまし

て、市内の主要な駐車場の満車、空車情報を追加して配信し、市民の皆様、また、本市を訪れ

ていただく観光客の皆様に情報提供を行っております。 

 このようなことから、市民の皆様に対しましても、このような情報を活用していただいて、

円滑に移動していただけるよう、広報などを通じて周知に努めてまいりたい、このように考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 今、ご答弁ありましたけれども、スマートフォンやインターネットと

いうようなことでしたけれども、それが使う手段として持っておられない方、あるいはそうい

ったところへの対応策というのもですね、何らか形が必要だと思うんですよ。要は駐車場の空

き情報とかじゃあなくて、渋滞が発生するかもしれないから巻き込まれないように早く家を出

るですとか、あるいはまほろば号の定時運行が難しくなって外出等のスケジュールが狂うと
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か、そういったところの部分を、市民生活という部分で私はその辺のところをお聞きしたつも

りですけれども、やはり今回も中国の大型の連休があって、ああいった形で日本に観光客の方

が来られるというようなこともありましたけれども、中国のそういう大型連休がある時期とい

うのは、なかなか私たちもテレビ等で報道されて初めて、ああ、今がその時期なんだというよ

うなことを知ることになると思います。ですので、やはり、その点で広報などを活用して、

400回クルーズ船が寄港するということは、もうほぼ毎日来るというふうに私は来年は理解し

ておりますけれども、そうなってくると、やはり太宰府での市民生活への影響の部分を考え

て、私たちもどう行動するかというのを、そういった部分の情報提供が必要になってくるんじ

ゃないかなというふうに思いますけれども、再度答弁お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） まず、自動車で移動していただく方、これにつきましては、このサ

イトを利用していただきますと、このサイトの中には、背景図にはグーグルマップ、このあた

りも使っておりまして、おおむねの道路交通状況を現段階で把握できるというところがござい

ます。これは、平日、週末を問わず、24時間可能でございますので、まず、その利用方法を周

知をしてまいりたいというふうなところでございます。 

 また、パンフレットなど、また国立博物館のホームページあたりでも周知をしておりますの

で、そういった形でやってまいりたいというふうに考えております。 

 それと、クルーズ船の日常の動きでございますけれども、議員ご指摘のとおり、恐らく来年

度はまた、今のところ３月までの予定で博多港のホームページ、このあたりには公表されてお

るところでございます。ですから、まず、インターネット環境をお持ちの方につきましては、

福岡市さんとも協議をいたしまして、例えばこのサイトにリンクを張るなどの協議もしてまい

りたいというふうなことでございます。 

 あと、日々の動きでございますけれども、ほかの手段を持たれない方につきましては、やは

り月１回の広報の中になるのかなあというふうには考えております。このあたりについては、

中国船以外でございますと年末年始というふうなことでございますので、時間帯、このあたり

の時間についてはご注意くださいとかですね、リアルな情報については、非常に媒体を使うと

ころについては難しい面もございますので、何らかの工夫はしてまいりたいというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 念のため確認しておきますけれども、先ほど壇上で述べました11月

21日付の西日本新聞のあの記事が出てからですね、今回のこの件に関して、福岡市なりに太宰

府市として何か対応とか協議とか申し入れ等されましたか。まず、この来年の400回の寄港に

関することに関しての、その後とられた対応策等何かあればお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 
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○建設経済部長（今村巧児） 11月末に福岡市の呼びかけで旅行代理店、観光施設、バス事業者、

行政等で構成をします博多港クルーズ船受け入れ関係者協議会というのが設立されました。こ

れに至ります経過の中で、私自身、担当課長も伴いまして、福岡市のクルーズ課に出向きまし

て、太宰府市の実情を伝え、こういう機会については、ぜひ参画させていただきたい。現在、

議論されておりますことは、船からおりた後の旅行会社を中心としたバスの動きがそれぞれま

ちまちであると。ですから、渋滞が発生しないように分散化をしていこうじゃないかというふ

うな議論がこれから始まろうというふうなところでございます。これは、福岡市内も共通でご

ざいまして、そういった課題から取り組むというところで、これまで動きをしてまいりまし

た。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 実情は理解いたしました。それで、もう来年、これだけ来るというこ

とがはっきりとわかっているわけですから、今日いろいろお話もさせていただいたことも含め

てですね、太宰府の市民生活にそういった影響が出ないような対応策をきちんと今から万全の

態勢でとっていただきたいということを要望しまして、質問終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

 次に、14番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔14番 長谷川公成議員 登壇〕 

○１４番（長谷川公成議員） 質問に入る前に、交通事故が起こるたびに一般質問等で取り上げ、

要望しておりました星ヶ丘保育園横交差点の全方向にようやく定周期式信号機が設置されたこ

とを報告し、また、執行部、特に建設課の皆様に心から感謝を述べさせていただきます。あり

がとうございました。今後、交通死亡事故が起こることがないよう、心から祈り、願うもので

す。また、地域住民として見守り活動を積極的に行っていく所存でございます。 

 それでは、議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告しておりました２件につい

てお伺いいたします。 

 まずは、高齢者が安全・安心に外出できる地域道路、側溝整備についてお伺いいたします。 

 私が、平成19年、初当選させていただき、一般質問等で再三、側溝整備について質問をさせ

ていただいておりました。質問後、予算をつけていただき、道路整備とともに改善した側溝の

箇所が何カ所もあることについては、ご尽力していただいたことは非常に感謝し、評価してい

るところです。 

 しかし、豪雨災害に遭いやすい道路整備や側溝整備は積極的に行っていただいております

が、高雄団地、梅香苑団地、梅ヶ丘団地等の40年経過した団地内では、いまだに未整備な箇所

が多数見受けられ、歩行中に落ちてけがをした話や運転中の脱輪、また高齢者の方の車の乗り

おりの不便さ等のお話を伺うことがあり、そのたびに本当に申しわけないと思う気持ちで胸が
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いっぱいになりました。話を伺うだけで、このような気持ちになるわけですから、こういうこ

とが起きている当事者の方々は、どんな気持ちだったんだろうかと考えます。 

 このような住民生活においての不快、不便さの解消は、市政を考えていく者において早期に

取り組むべき事項だと考えます。 

 そこで、40年もという長きにわたり、いまだに進もうとしていない団地内の側溝整備に関し

て、どのようなお考えなのか、市の見解を伺います。 

 ２項目めに、市として年間の整備計画が立ててあるのか。過去にどのような整備計画があっ

たのか、なかったのか。また、高齢化社会の波はどんどん押し寄せてきております。早急な対

応が必要だと考えますが、今後の見解についてもお伺いいたします。 

 ２件目に、今年６月議会に地域包括支援センター跡地２階の活用計画について質問いたしま

したが、そのときのご答弁は未定ということでした。 

 しかし、今議会で、この地域包括支援センター跡地２階の活用法として、体育複合施設の一

体化としてトレーニングルームが設置されるとの案が上がっております。この数カ月で十分検

討はなされ、この活用法になったと思いますが、先日の環境厚生常任委員会で修正案が提出さ

れ、可決されたとおり、この計画案には多少疑問がありました。 

 まずは、どのような経緯でこのような活用法になったのか、伺います。 

 ２項目めは、この地域包括支援センター跡地２階の活用法として、数年前に市の補助を打ち

切られ、楽器置き場や練習場所に苦慮している市民吹奏楽団の拠点として使用できないのか。

ぜひとも検討していただきたいと考えますが、市の見解をお伺いいたします。 

 答弁は件名ごとに、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） １件目の高齢者が安全・安心外出できる地域道路、側溝整備につい

てご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの40年経過した団地内の側溝整備についてでございますけれども、40年前と

考えますと、昭和50年、1975年以前の整備となってまいります。太宰府市においては、各地の

団地の開発が行われまして、人口が急増していた時期に当たります。当時は、団地を開発した

事業者は、まず、道路の排水のしやすさ、また維持管理のしやすさなどを考慮してふたを設置

しなかったのではないかと考えられます。その後、40年経過しまして、最近の道路側溝はふた

つきの側溝が主流となっております。佐野土地区画整理事業地内、水城ヶ丘、水城台団地のよ

うに、昭和50年代以降に整備された団地では、最初からふたつき側溝で整備をされておりま

す。 

 団地内には、さまざまな幅員の道路がございますので、これまでの市の対応では、自治会か

らのご要望を受けまして、４ｍ程度の幅員の狭い道路を中心に側溝のふたかけを実施してきた

経過でございます。また、団地内の幹線道路につきましては、現在、社会資本総合整備交付金

による整備対象事業となりますので、この国費制度も活用しまして、舗装の改良に合わせて側
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溝の整備も行っておるところでございます。 

 このようなことから、団地内幹線道路以外の道路側溝の改修については、各自治会から毎年

ご要望いただきまして、要望の内容については、各自治会と現地立会を行いまして、施工する

順番を協議し、例えば、ご要望の中でも、特に道路幅員の狭い部分、このあたりを優先するな

どして整備を進めておるところでございます。 

 今後も国庫補助制度活用など調査研究を行いながら、自治会と協議の上、学校通学路、幅員

の狭い道路を中心に整備を進めてまいりたいというところでございます。 

 次に、２項目めの年間整備計画についてでございますけれども、長期的な整備計画はなく、

先ほどご回答いたしましたとおり、自治会と協議の上、各年度ごとに整備を進めている現状で

ございます。 

 市としましても、できるだけ早期に整備をしたいと考えておりますので、計画的な整備を進

めるために、市全域を対象としまして、その基礎となる団地内の側溝の現状を調査をいたしま

して、自治会とも協議を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） ありがとうございます。 

 この団地に、壇上でも申し上げましたとおり、平成19年から訴えてきて、そういうことばっ

かり訴えるんで側溝議員なんて言われたこともありましたが、進んだ箇所も確かにあります。

そこは、先ほど言いましたように評価しているところですが、やはりまだ全然進んでないとこ

ろもあるわけですね。子どもの考え方とかも変わっているんですが、当時は雨の日に子ども

が、その側溝の中に入って水を自分の体でとめたりして遊んでた子どももいました。今の子

は、見ている限りそういうことはしないようですが。ですから、やっぱりそういうことがあっ

たということは、もし万が一、水を飲んでしまったりして、やっぱり危険な状態になることも

考えられました、当時の子どもはですね。その子、今もう高校生ぐらいになっていますけれど

も。でも、やはり落ちてけがをしたとかですね、例えば車をよけよって、後ろから車が来て、

１歩よけたら側溝に落ちてがっくんと膝を打ったとかですね。ちょっと夜飲み会の帰りに側溝

に足をとられて、でこ打ったら血だらけになったとかですね、そういった話も聞いています。

実際、道路を軽く停車をしようとしたときに前輪が脱輪をしたとか、そういった話も聞いてお

りますし、高齢者の方が今、車椅子やつえをついてですね、車の乗りおりするときに、やはり

ぎりぎりにとめたいけれども、側溝があるからなかなかとめられない、そういった現状もあり

ます。ですので、一刻も早くこういった整備を行っていただきたいんですが、自治会との協

議、市営土木というふうな形で上がってきているということでよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） 地域のご要望、これが市営土木の要望というところでございますけ

れども、現状では、そのような形でまず上げていただく。もちろん市の職員、所管の担当のほ
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うもですね、実際に現場のところで、こういうものについてはというふうな視点で現地も見て

おります。危険な場合については、緊急な対応が必要でございますので、やっておるというと

ころでございます。 

 そういった意味でも、職員自身でやろうというようなことでございますけれども、側溝の全

体の改良すべき事業量がどのくらいあるのかとか、それでは、概算ではどのくらいかかるんだ

というふうな把握をですね、やって、それで、これは所管の考え方でございますけれども、こ

ういうふうにしていけば、全体的にこのぐらいの財源でやっていける、年次計画はどうしてい

こうと、まずは、そういうベースがないんじゃないかという議論を行ってまいったところでご

ざいます。そういったことから、そういう方向性で臨んでいきたい。ご質問いただいたもの

は、現状では、まずは市営土木で自治会のご要望ということが、まず、地域のご要望であると

いうふうなことで私、捉えまして、対応を今現在はさせていただいているというところでござ

います。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） その市営土木なんですけれども、先日、自治会長さんといろいろと

話していたんですけれども、今年度はその全てですね、行われなかったということで、ご理解

くださいというふうな封書だったですか、何かそういった手紙が来て、何でだろうというふう

な疑問を持たれていました。また、その市営土木に関しては、今年度やっていただきたいの

は、来年度も提出してくださいというふうな用紙ですね。それで、また、同じこと書いて来年

も出さないかんとかいなって。ですから、１回預かったものは、できれば、もう今年度預かっ

たものは来年に優先してやっていただきたいというふうに考えるんですが、部長、いかがでし

ょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） まず、本年度の対応につきまして、私ども、本年度の対応はこのよ

うでございますというふうなことについては、説明の不足があったというところで、前日、自

治会長様に各担当が伺いまして、ご説明の対応を進めておるというところでございます。そう

いった中で、議員ご指摘のとおり、要望書の提出、毎年同じことを書くのかというふうなこと

のご指摘だろうと思います。これにつきましては、旧来、そういった対応をしておったかもし

れません。でも、私も考えますに、非常に今はデータの処理も可能でございます。そういった

ところで、一度受けた要望については、最終的な処理まで、そしてまた、来年度になります

と、それよりかはもっとこっちを先にしてほしいとか、そういったこともあろうかと思いま

す。ですから、場合によっては、要望していたけれども、もうこれは地域のもう一回考えが変

わって、やらなくていいよというようなこともあるかもしれません。そういった意味では、ご

指摘のとおり、毎年同じことを書くのかというふうなことについては、改善をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 
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○１４番（長谷川公成議員） 来年というか、３月議会で、これ、質問しょうと思ったんですけれ

ども、部長が、今もう丁寧に説明していただきましたからやることなくなりましたね。じゃ

あ、そのように自治会長さんたちもきちっと伝わるように、またご説明をよろしくお願いしま

す。 

 この１項目めに関しましては終わります。 

 ただ、２項目めは、年間のやっぱり整備計画がないというのがですね、非常に残念という

か。ですので、やっぱり自治会から上がってきた問題を、年間を通して、一遍には当然できな

いですよね。一つの行政区見るにしたって、何本も側溝整備がされてないところがあります。

ですので、できれば、自治会から上がってきたものをベースとして、やっぱり年間の計画を立

てていくべきではないかと思います。それと、自治会から市営土木として上がってきたもの

を、その年度にきちんと完成できるというか、きちっと整備できるというのは、大体予算もあ

ると思うんですが、大体44自治会から上がってきて、全て実際できているもんなんでしょう

か。ちょっと教えてください。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（今村巧児） ご要望については、それを事業費に換算しますとどれぐらいかかる

であろうということはおおむね概算できると思いますが、これについては、市全体の予算の配

分と申しますか、市全体の中で優先するべき課題、このあたりが年度間によっては非常に差が

出てくるというふうなこともあろうかというふうに考えております。所管としましては、でき

るだけ地域のご要望に応じたいというふうなことでございますけれども、全体の事業をまず見

る、そしてご要望の中でも優先順位、そしてその現地の状況、また44行政区の中全体を見たと

きの、ここは先にやらないとやっぱり非常に危険だなあとかですね、そういうこともあろうか

というふうに思っております。そういった意味で申しますと、全て要望について単年度に対応

できれば、これは何よりでございますけれども、現実的には市全体のことを考えますと対応は

なかなか難しい点はあるというふうにご理解いただければと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） 何で今、こんな質問したかというと、先月会派のほうでちょっと勉

強会に行ったんですね。そうしたら、ある市長が、大体３年計画等でその市はやっているとい

うふうに伺いました。その議員の一般質問のちょっと中継ライブを見せてもらったんですけれ

どもね。そうしたら、その市長の考え方、いや、じゃあ、これ、２年でやりますとか、そうい

ったやっぱり計画性を持ってやられているわけですね。ですから、一つの提案として、そうい

うふうに今回、計画案があるのかないのかというのをお尋ねしたんですけれども、やっていく

べきではないのかなと思います。ですから、例えば来年はもう平成28年度になりますけれど

も、平成28年度の整備計画でできないところは、じゃあ、平成29年度にやるとか、やっぱり自

治会長さんにそういった説明をきちんとしていただいて、そうすると、自治会長さんも安心し
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て、地域住民の人からこの要望を上げとったばってんどげんなっとるとかいなっていったら、

自治会長さんもやっぱり地域住民の人に説明ができるからですね、そういうのをきちんとやっ

ぱり計画立てして説明を行っていただいてやっていただきたいと思いますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

 それでは、１件目はこれで終わります。 

 ２件目、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答お願いします。 

 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 次に、２件目の地域包括支援センター跡の２階の活用についてご回

答申し上げます。 

 まず、１項目めの活用計画についてでございますが、地域包括支援センターが現在のいきい

き情報センターに７月に移転をいたしまして、その後、この施設の位置づけにつきまして内部

で再配置も含めて検討を行ってまいりました。その中で、本施設が体育複合施設の用地と隣接

していることから、体育複合施設の別棟として位置づけを行うことが最善であると考えまし

て、どのように活用すべきかとさらに検討を行ってきたところでございます。 

 また、前回の定例議会では、隣接する史跡水辺公園との一体利用から、トレーニング設備の

共用利用が可能であるため体育複合施設にトレーニングマシンの設置を計画しておりませんと

回答をいたしておりましたが、数名の議員さんからご要望がありましたトレーニングマシンの

設置並びに史跡水辺公園のトレーニングルームの利用者からのトレーニングマシンを含めたト

レーニング室の拡充要望の声や、市内のトレーニング施設の設置状況などを踏まえ、再度検討

を行ったところでございます。 

 これらのことを踏まえました結果、トレーニングマシンの設置が必要であると判断いたしま

して、地域包括支援センター跡をトレーニング棟といたしまして、２階部分をアスレチックジ

ムとして活用すべきという判断をしたところでございます。 

 次に、２項目めの市民吹奏楽団の拠点としての検討について、ご回答申し上げます。 

 市民吹奏楽団につきましては、以前は団への補助金を交付しておりましたが、現在ではプラ

ム・カルコア、中央公民館での定期練習及び冬のクリスマスコンサートでの使用の際の使用料

の免除、また、舞台操作委託料を市が負担する、その他大型楽器の保管場所を一部提供という

形で支援を行っているところでございます。 

 ご提案の地域包括支援センター跡の２階を市民吹奏楽団の活動場所としての提供ということ

でございますが、１項目めでご回答しましたとおりの方向で進めておりますので、ご了承いた

だきたいと思っております。 

 なお、市民吹奏楽団への支援につきましては、先ほど申し上げました形で今後も続けていき

たいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 
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○１４番（長谷川公成議員） ありがとうございます。 

 市長に質問します。 

 このトレーニング棟なんですけれども、私、この一般質問の通告書を出したのが、ちょっと

早くて、議案書を見て、トレーニング棟って何かいなと思ったんですね、議案書見たときに。

ですから、こうやって２項目めの質問がこういった形になったんですよ。これ、トレーニング

棟にするって、いつ決まったのかちょっと教えてもらっていいですか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 時間的なものを見ますと、１つは、９月議会で市民の体力づくりのためのト

レーニングジムは要るのではないかという議論を議会の皆さんから複数の方からしていただき

ました。私も、ご存じのとおり、この３月議会の総合体育館建設問題特別委員会の中で、今回

つくる体育館にはジムがないということを、私は当時副委員長でしたけれども、ないんですね

ということを確認したといういきさつがあると思います。議会でのこの体育館の問題につい

て、やっぱりお金の問題、水害の問題、交通の問題等々、その外側をめぐる問題で、体育館内

部についての議論は余りしなかったような記憶があります。私、市長になりました。この体育

館の内容について、１階のフロアが４つの部屋があります。１つは柔道場、１つは剣道場、あ

と２部屋あるわけですけれども、あと２部屋のうちの１つは卓球場として使うという形で、フ

リーに使えるような形のものが１部屋しかなかったという事実を私、市長になって把握したわ

けです。問題は、やはり市民の皆さんに活用していただくということ、そして各スポーツ団体

がそれぞれの競技種目においても、そもそもこの体育館については中規模程度の大会ができる

ということを含めて、アリーナの部分が２階にあるわけですが、そういうことを見まして、

私、あるいは副市長と話しまして、やはり体育関係、スポーツ団体の施設としての体育館とい

うのはわかりますが、やはり市民の方が来て、体力づくり、健康づくりをする、そしてなおか

つ、それが医療費の削減につながるというような、市民のための体力づくりの事務というのの

必要性というのを９月議会以降の議論の中で、やはりジムというのは必要じゃないかというこ

とで議論をしまして、別に場当たり的に出しているわけではなくて、ただ、現実的に１階部分

が柔道場、剣道場、卓球場という４部屋のうちの大体使用目的というか、部屋が決まっている

中で、もしジムを１階部分の４部屋のうちの１つにしてしまったら、もうジムは固定化されま

すので。そういう意味では、残っているのは、もう包括支援センターの２階しかないなという

ことと、いろいろな障がい者の方への配慮とか、２階で何もいろいろなものが、設備がないと

か、シャワーとかロッカーとか、ロッカーは後でつけようと思ったらつけられますが、そうい

う議論をする中で、やはり私たちとしては、９月議会の皆さんの議論を踏まえ、やっぱりトレ

ーニングジムというのは、市民のための体育館として必要ではないかという議論をした上で、

今回のこの総合体育館の条例の中に織り込んでしたというのが事実でございまして、そういう

意味では、議会の皆様の議論を踏まえた上で、ちょっと唐突だったかもしれませんが、そうい

う提案をですね、積極的なものとして私たちはそういう方向性を持って提案するということで
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もって、今回、初めての提案でございますし、やっぱり市民のための体力づくりのトレーニン

グジムというのは、体育館の設備としては非常に重要なものがあるんではないかという判断の

上で、今回の条例に入れさせてもらったというのが、大体の流れといきさつでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） いきさつはわかるんですけれども、私が聞きたいのは、今のは経緯

ですよね。ですから、この議案が12月に上がってくる前に、じゃあ９月で、確かに議員の質問

があって、それで今回上げてきたというのはよくわかります。しかし、あそこの包括センタ

ー、２階にトレーニングジムつくれって誰か言いましたかね。体育館と一体型でトレーニング

ジムを設置するべきではというふうには私は記憶しておりますが、何も旧地域包括支援センタ

ー２階に設置せろとは、私は誰も言ってないような気がします。その中で議論をされた中で、

そういった結論に達したというのはわかりますけれども。 

 ですから、私が言いたいのは、議会、議案でいきなり出してくるんじゃなくて、もっと事前

に説明が必要だったんではないかと思うんです。私は、６月に質問して、もう来年度入るか

ら、今回、この質問をさせていただいているんですけれども、もし事前に説明があったら、や

っぱり環境厚生常任委員会で修正可決されたように、みんなやっぱり不満というか、疑問を持

っているんですね。何であそこって。更衣室もない、ロッカーもない。じゃあ、券売機どうす

るのか。誰がそこに張りつくのか。安全は保障されるのかとか。トレーニングジムつくったっ

て、ずっとトレーニングしているわけじゃないですから。１時間も２時間も。やっぱり５分、

６分ぐらいして、ちょっと休憩して、そっからまた、新たな器具を使おうとか、走る人は30分

ぐらい入りますけれども。そういうふうにして、体育館にあれば、じゃあ、ちょっと休憩時間

に体育館で何しようとかいなって見に行くこともできる。何か練習しよう、何か試合しよう。

それが休憩時間です。その無酸素運動、１時間も２時間もしませんよ。有酸素運動ならともか

く。 

 ですから、そういったことで体育館に設置したらどうかというふうな考え方だったと思いま

す。これ、11月の議員協議会でこういった説明一切なかったんですけれども、そのときにはま

だ決まってなかったんですか。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） ご回答申し上げます。 

 今、部長、それから市長が答えた経過は、もう全くそのとおりでございまして、私も９月議

会の議員の皆様のご意見を本当に強く受けとめまして、何とかならないかということで、終わ

った10月の経営会議等で２度ほど、そして現地を見させていただいて、何とかならないかなと

いうことで検討をしていきました。結果的に、そういうことでは、一つ案としてはどうだろう

かというようなことで今回出させていただいたんでございますけれども、議員の皆様に９月議

会も申したと思いますけれども、どこかでこういう方向で行っていますよというようなところ
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を経ずに今回、議案として出したということで、いきさつがちょっとわからなかったというこ

とは、謙虚に踏まえていきたいというふうに思っております。ただ、さきのそういう市民の皆

様の請願まで出ている分で、東のほうはいきいき情報センターを拠点と、西のほうは体育館付

近にあるというような、位置的にはそういうのが望ましいんじゃないかなあということで、せ

っかく複合体育館ができますもんですから、今回どうだろうかと。おっしゃるような施設等、

更衣室、トイレ、シャワー、それから体の不自由な方に対しての配慮、そこが一番ちょっと気

にかかっておるところは事実でございまして、プールの所長と話しましたら、やっぱり体の不

自由な方が来て、そこでトレーニングをされて、仲間があって、そういうことになっていると

いうようなことを考えますと、これは私の考えですけれども、併設ではどうかなというよう

な、そういう案も考えていたところでございます。そういうところを含めまして、事前に議員

の皆様に情報の提供、そういうものがちょっと欠けたかなということは、大変申しわけなく思

っておりますので、今後、そういう提案の仕方。ただ、何でもかんでも伺うというのもちょっ

とどうかなということもありますので、ただ、大きく変わるようなところについては、そうい

うことでいきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） ９月議会のときもありましたけれども、小・中学校の空調設備が遅

れると、そういった問題は、やっぱり事前説明がないからですね。ですから、今回も修正案に

至ったんではないかなと思います。私、総務文教常任委員会なんで、後から聞いて、じゃあち

ょっと、この原稿も正直言って多少書き直しましたよ。再質問も、もう全部、こういった修正

案が提出されたんで全部なくなりました。藤井議員がしたんですよね、修正案を。ですから、

事前説明があってあれば、そういったこともなかったし、お互いがそういった中での議論がで

きたわけです。ですから、事前にですね、やっぱりきちんと説明してもらわないと。ですか

ら、２項目めのこうやって市民吹奏楽団のというふうな話になるんですね。やっぱり友田部長

が言われましたように、そういった経緯を知らなかったもんですから、一般質問通告書出すと

きに。もし知っていれば、多分こういった内容になってないと思います。 

 最終日、本会議の中で、この修正案が可決されるか否決されるかわかりませんが、やっぱり

もう一回きちんと説明をするべきだと思いますし、今後、またこういったことがあれば、何か

ちょっとやっぱり疑問というか、不安というか。耐震の問題とかもあるんですよね。あそこ、

そんなしっかりしているのかなと。トレーニング機材って、今回債務負担行為で上がっていま

すけれども、大体何機ぐらい設置されるのか。総重量とかですね。多分何ｔになると思うんで

すよ。もし地震が来た場合、大規模な災害が起きた場合、そこ、耐えれるのかなという不安な

声もあります。ですから、やはりきちっと事前に説明して、こういった経過でやりますとか。

じゃあ、あそこの広い会議室的なものをどうやったらトレーニングルームになるのか、認めて

しまってこんなはずじゃなかったのにってなるのが、やっぱり一番恐れているところなんです



－115－ 

よ。もう取り返しがつかないから。そんなん何ｔもの機材２階に運んでですね、やっぱり、こ

れ、つまらんけんだめよってなったときに、また一回一回業者やら呼んでから全部設置し直さ

ないといけないから。ですから、１つずついっぱい、これは何かいな、これは何かいなってい

っぱいあるわけですよ。じゃ、プールのトレーニングルームはどうなるとかいなとか。そうい

ったお考えまで考えて、説明を受けた後に、僕らが判断するのはわかるんですけれども。２日

目に上議員が質疑で上げましたね、このトレーニング棟とはって。あれがなかったらわからな

い人、いっぱいいたと思いますよ。市民の皆さん含めて。もしこのトレーニング棟が、わから

ないですけれども、認められたら、プールのトレーニングルームは、あれ、どういうふうにし

ようと考えていたんですか。教えてください。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 初めは、現地視察したときに、向こうのプールの部分を引き揚げて、こち

らに指定管理業者の中に仕様を含めまして、そういう方向性を決めておりました。プールにつ

いては、またほかのサークルが、いろいろな活動をしてあるので、そこに持ってくるというよ

うなことも、施設の所長と言っておりましたけれども、先ほど言いましたような方もいるとい

うようなことから、あっ、これはちょっとある程度考え直さないかんなということもございま

して、そういう経過も踏まえてからの提案でございました。最終日の結果を得て、また新たに

考えていかなければならないと、そういうふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） １項目めに関しては、経緯等々、やっぱり議員提案があったからと

いうことで考えたときに、あそこの２階が浮かんできたということではわかりましたけれど

も、ただ、やっぱり説明不足が過ぎます。 

 ２項目めの、その２階の利用なんですけれども、今、友田部長が言われたように、トレーニ

ング棟として考えているんであれば、確かにそれはもう別な用途はできませんから、そういう

ふうになりますけれども、もし課題が出た場合、今後、検討していく上においては、やはり市

民吹奏楽団、一生懸命活動されています。募金活動とか、クリスマスコンサートとかですね。

ですので、やっぱり市としても、何かこう、やってはいると思うんですけれども、補助的なも

のをですね。やっぱり道具も大きいのが結構増えてきてですね、置き場所に困ってるところも

あるらしいです。やっぱり楽器は非常にデリケートなもんですから、やっぱりきちんとしたと

ころに直さないとだめだというふうにおっしゃっていましたんで。ぜひとも吹奏楽団の件もで

すね、考えていただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 傍聴者の方にお願いをいたします。 

 ここでの私語は謹んでいただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいた
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します。 

 ここで15時35分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後３時24分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時35分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番徳永洋介議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 徳永洋介議員 登壇〕 

○８番（徳永洋介議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告していま

した２件について質問させていただきます。 

 １件目は、太宰府市小・中学校の学校運営計画です。 

 日本の総人口は、2014年に１月時点で1億2,643万人、５年連続で減少しています。前年に比

べて人口が減ったのは39都道府県。市町村単位でみると、８割の自治体が前年より減り、地方

の厳しさが浮き彫りになっています。民間団体の日本創成会議は、2040年時点の20歳から39歳

の若年女性人口を試算し、2010年時点と比べ半分以下になる自治体を、消滅可能性があるとし

ています。全国の約1,800の市町村のうち、半数近くの896自治体が消滅可能性になると予想さ

れています。 

 太宰府市の場合は、人口7万1,821人で、微増傾向が続いています。しかし、人口増加率の高

い地区もあれば、減少率が大きくなった地区もあるのが現状です。 

 私は、太宰府南小学校創立四十周年記念式典に参加させていただきました。そのとき驚いた

ことは、開校当時に比べて児童数が約1,000名少なくなっていたことです。逆に、水城西小学

校の運動会に参加して驚いたことは、児童数の多さです。 

 太宰府市の人口は微増していますが、各年齢層や地域、児童・生徒数の増減はかなり極端に

なっているように考えます。 

 そこで質問します。 

 今後、10年後、20年後を見通した校区編成は計画されているのか。また、校舎の老朽化に伴

う校舎建設計画や、児童・生徒増の教室確保は計画されているのかを伺います。 

 ２件目は、水城・大野城築造竈門神社創設1350年九州国立博物館開館10周年事業についてで

す。 

 この事業で開催されたももいろクローバーＺのライブについて、太宰府市のホームページを

調べましたが、載っていませんでした。しかし、ももいろクローバーＺのホームページでは、

次のように書かれてあります。 

 人気アイドルグループ、ももいろクローバーＺが10月31日、福岡県の大宰府政庁跡で男性限

定ライブ「水城・大野城築造、竈門神社1350年、九州国立博物館開館10周年、日本遺産認定記

念ももクロ男祭2015ｉｎ太宰府」を開催。３年ぶりの男祭りに9,004人の男性ファンが熱狂
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し、全国15劇場で行われた女性限定ライブビューイングは3,083人が現地の熱気を共有した。

男祭りは、2011年11月、東京・Ｓｈｉｂｕｙａ、2012年11月の東京・日本武道館に続き、３年

ぶり３回目。大宰府政庁跡ライブは、さだまさし、南こうせつ、谷村新司、海援隊らが行った

「ゆめ未来コンサート都府楼の歌人たち」以来、13年ぶりの開催となった。 

 オープニングは、雅楽や巫女で構成された太宰府天満宮による「悠久の舞」の奏上からスタ

ート。和太鼓、大太鼓、応援団から成る「男祭り2015ｉｎ太宰府全力應援団」によるパフォー

マンスに迎えられて登場したももクロは、全力應援団とともに「男祭りのテーマ」を披露。続

けて、人気曲で畳みかけた。リーダーの百田夏菜子氏は、「いしにえの文化と政治の中心であ

り、外交の先端拠点であったここ太宰府でライブをさせていただくことは、私たちにとって光

栄なことであり、身が引き締まる思いです」と挨拶。「また、その来し方行く末を、ここにい

る男たちと語り継ぐことが私たちの使命だと思っています」と話した。「芸能人は芸を神様に

奉納して、初めて芸能人になれる」という言葉を宮司から教わったメンバーは、アンコールの

最後、歌を奉納すべく太宰府天満宮の本殿特設ステージへと移動。音楽プロデューサー、武部

聡志氏のピアノソロとともに「灰とダイヤモンド」を歌唱したももクロは、本殿で奉納式を行

い、「男祭り2015」の幕をおろした。同ライブの開催をめぐっては、市がかかわる行事で男性

に限定するのは男女共同参画推進条例違反だなどと太宰府市の市民団体が苦情を申し立てたこ

とで波紋が広がったが、予定どおり行われた、とありました。 

 このももクロの記載に間違いはありますか。今回のももクロのライブに、何も問題はないの

でしょうか。ライブについて、市長の見解を伺います。 

 また、実行委員会の組織、政庁跡の利用条件と、今後の水城・大野城築造、竈門神社

1350年、九州国立博物館開館10周年事業の今後の方向性を伺います。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） それでは、１件目の小・中学校の運営計画についてご回答申し上げます。 

 今、ご質問の中にもありましたように、これまで小・中学校の児童・生徒数というのは、多

いときは9,000名を超えとったですね。それから、6,000名ぐらいになって、5,000名ぐらい落

ちてきて、現在6,000名にまた戻ってきております。そういう中で、ご質問の中でもありまし

たように、南小学校は1,400人を超えるよう時期がございました。そういうところから、先日

40周年という形で迎えて、また式典にご参加いただいてお礼を申し上げる次第でございます。

そういう事例を超えて、9,000人もいたような児童・生徒数が、現在では6,000名ぐらいになっ

ておりまして、これまでの間、小・中学校の校区編成といいますか、新設等に伴います校区編

成には、児童数を大きな観点として行ってまいりました。しかし、これまでのように、そうい

う児童数だけでいいのかということは、この40年の中の社会状況の変化の中で、児童数だけで

はない観点も入ってきておるというふうに考えております。 

 これからは、小・中連携というような形の９年間を見通した教育課程の編成も検討していか
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なきゃならない。そして、今、全国でも進んでおって、また、太宰府でも進めておりますコミ

ュニティスクールの推進という考え方も取り入れまして、小・中学校の校区編成全体として考

えていく必要があるというふうに思っております。そういうところから、コミュニティスクー

ルの学校運営協議会、地域も入っていただいて、そういう組織を行っておりますが、そういう

中で、地域の小・中学校としてどうあったらいいかというようなことも検討をお願いしなが

ら、学校、家庭、地域と行政がそれぞれが知恵を出し合って、これからの小・中学校をつくっ

ていかなければならないというふうに考えておるところでございます。そういう中で、これか

らの校区、あるいは学区はどうあるかということをつくり上げていきたいというふうに思って

おります。 

 次に、２点目の校舎老朽化に伴う建設計画の方針でございますが、老朽化だけではなくて、

学校にはいろいろな形で、例えばバリアフリーにも含めましてですね、学校の改修含めていろ

いろなことが要望としては持っておりますけれども、今ご質問いただいたように、これからど

う計画していくかという方針というものにつきましては、現在持ち合わせてはおりません。こ

れは、予算等も伴いますので、そう簡単にはできないかなあと思いますけれども、新年度、平

成28年度に策定が予定されてあります公共施設等の総合管理計画、これは市全体でございます

が、その中に学校施設というものも入れていただいて、大きな計画を定めていただければとい

うふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 先ほど教育長のほうからおっしゃられた小・中連携でコミュニティスク

ールの推進、今もやられてですね、これを充実させていく。とても大事なことだと思っていま

す。ただ、小学校が一つの中学校に行くんではなくて、今の場合、何人かは学業院中、何人か

は太宰府西中とか、１つの小学校が中学校に行くとかですね、そうすることで、この小・中連

携もコミュニティのほうもかなり進みやすいんじゃないかなあと思うんですけれども、とにか

く太宰府東、太宰府中の校区、逆に太宰府西中、学業院中の校区、かなり今増加の変更があっ

ててですね、その中で、ちょっと校区編成を見直すことで、もっとより現状よりよくなるとい

うことはないのか、質問します。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） 今、ご質問いただいた点も非常に大事だなと思ってはおります。20年前に

大体7,000人ぐらいの児童・生徒数のときに、これ、将来どうなるんだろうと思いまして、そ

のときの住基台帳から今後の10年間ぐらい推計したこともございます。そういうときは、どん

どん減っていくという傾向でございましたので、これは統合の話がいずれ出てくるなあという

ふうに漠然とした不安を持っておったことを覚えております。最近、それがまた持ち直してき

た中で、国立社会保障・人口問題研修所が２年ほど前に推計を出して、太宰府はこれから若干

伸びていくというような話でもございました。じゃあ、今ご質問いただいたように、小学校の
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これからどうするかというときに、現状として中学校が２つに分かれていくという問題もあ

る。それともう一つは、地域のまちづくりを含めて増えていくという、もう一つの一番最初に

説明いただいたような、児童数が増えるという要因のある学校もあるし、減っていく要因の学

校もございます。そういう中で、一つの観点は、児童数、校区という視点から見ていくのと、

もう一つは、地域とのかかわりという観点から見ていって、やはりこれは中学校は１つのほう

がいいだろうという観点が出てくると、そういう中で校区編成を見ていく。分けることが目的

ではなくて、結果的にそのような校区編成になるということを地域も一緒に納得し、理解され

ることが一番望ましいかなとは思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 今、太宰府中で学年３クラスですか。太宰府東で学年２クラス。小学校

の場合は、学級単位であれですけれども、中学校になると教科担任になってくるので、各学年

２とかになると、６クラスとかになるとですね、９教科あって、それに副任の数を入れても、

なかなかうまく回らないところがあると思うんですけれども、10年後、先見据えて、今がぎり

ぎりの状態でないかなと思うんですよね。もし減っていった場合、何クラスまでが中学校とし

てできるのか。今、１校から始まって４校になった中学校が３校になるというようなことは考

えられるのか。その辺、お聞きしたいんですけれども。よろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） 今ご質問いただいたように、特に教科制の中学校になるとですね、非常に

厳しいものがあるなということは認識をいたしております。ただ、今後の小・中連携の中でど

んなふうに進んでいくのかまた見えないところがありますし、じゃあ生徒数の少ない中学校は

成り立たないのかというと、また、それはそれでどうかな。ちょっと極端かなという気もいた

しておりまして、今後の教育課程の編成でありますとか、小・中連携でありますとか、いろい

ろなものを見ながら、検討というか、考えていきたいというふうに思っておりまして、生徒数

が減ったから、即、どっかに統合するというような一辺倒のですね、一つの一方通行のような

考え方では、現在見ていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 要望ですけれども、やっぱり今の状態がちょうどぎりぎりかなあと思う

んですね。どうしても職員数が少ないと、部活動の関係もあります。どうしても全ての部活動

を持つことは無理と。今は、ちょうど合同部活とかということで、例えば太宰府中の子が学中

に部活動だけ参加するとか、そういったことを認められていますけれども、よその地区では、

もうやっぱりクラブチームとか社会人のチームじゃないからですね、部活動としてやるとき

は、もうその中学校に入学して、その部活動をやったほうが、かえって子どもの負担にもなら

ないんで、もしその辺が認めていただければ検討していただいたらと思っています。 
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 それと、やっぱり中学校２クラスは、ちょっときついんじゃないかなあと。80人切ったとき

ですね。やっぱり３クラスは中学校の場合、絶対、職員数から考えてですね、その分生徒数は

減るんですけれども、そういう場合は、太宰府市独自で教員を採用していただいてですね、何

とか各学年３クラス、各学年２クラスになると、非常に、小規模校なりのよさはできると思う

んですけれども、やっぱりいろいろなやらなけばいけないことが、公文書等ありますので、そ

の辺も検討していただけたらと思っています。 

 次に、老朽化に伴うことなんですけれども、先ほど言われた、この前お聞きしました公立の

施設の総合管理計画が今度つくられるということで、一番考えているのが、やっぱり校舎とか

体育館、やっぱりお金かかることなので、何年後ぐらいにそれを見通すかですね、計画して、

ちょっとお金のほうも用意しておかないと、急になったらですね。もう学中の体育館とか、も

う40年以上はたっていると思います。建築上、今まで耐震とかいろいろな改築で、いろいろ補

強はしてきていると思うんですけれども、建物はやっぱり老朽化には勝てないので、その辺の

見通し計画。今度できる公共施設等総合管理計画のほうに期待して、いろいろな施設も含め

て、特にお金がかかるのは学校施設だと思いますので、今後、よろしくお願いして、この質問

を終わりたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答お願いいたします。 

 市長。 

○市長（刈 茂） ２件目についてご回答いたします。 

 今回のコンサートは、水城・大野城築造、竈門神社創建1350年、九州国立博物館開館10周

年、日本遺産認定を記念するものとして10月31日土曜日に大宰府政庁において開催されたもの

であります。 

 当日は、全国各地から約9,000人もの方々が太宰府市を訪れ、コンサートが行われました

が、前日から当日、翌日にかけて多くの方が太宰府市内を散策していただき、「歴史とみどり

豊かな文化のまち」太宰府を認知していただいたものと思っております。 

 今回のコンサートは、主催者は民間のプロダクションであり、太宰府市は実行委員会のメン

バーの一員として加わっております。 

 今回のコンサートが男性限定であることについては、主催者側の発表時点で知りましたの

で、市の立場としては、公共の広場の利用目的や男女共同参画を考える上で問題点を含んでい

ることから、実行委員会へ内容の変更等を諮ったところではありますが、既にホームページや

入場券販売の状況から見て、社会的な影響も大きいと判断し、発表された計画どおりに実施す

るとの実行委員会の決定を受け入れたところであります。 

 しかしながら、コンサートの開催に当たりまして、結果として市民の皆様方を初め、関係各

方面にご心配等をおかけしましたこと、特に近隣住民の皆様方には、騒音問題や学校行事への

支障等が出たことについて、大変心苦しく思っておる次第でございます。 

 次に、２項目めの記念事業の組織についてですが、太宰府天満宮、九州国立博物館、太宰府
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市、太宰府市商工会、太宰府観光協会、一般社団法人筑紫青年会議所、竈門神社で実行委員会

を組織しまして、近隣住民対応や警備の手配等の手伝いを行ったところであります。 

 次に、３項目め、政庁跡の利用条件につきましてにご回答申し上げます。 

 政庁跡につきましては、昭和48年から昭和52年にかけて福岡県により整備され、その後、多

少の手直しを行い、現在に至っております。 

 政庁跡の利用につきましては、年間を通しまして地域の憩いの場としてご利用いただくほ

か、小・中学校の遠足としての利用や国内外の多くの観光客の皆様に来訪いただいておりま

す。また、市民まつりの会場や古都の光事業、ウオーク事業の会場としても活用しておるとこ

ろでございます。 

 大宰府政庁を中心とした周辺景観は、1300年経過した現代も当時の面影が残っており、今後

も多くの皆様にこれら歴史、景観を体感できるオープンスペースとして活用されるよう努めて

まいります。 

 ご質問の利用条件の詳細については、後ほど担当部長から回答させます。 

 最後に、４項目めの記念事業の今後についてですが、これまで太宰府を知らなかった方々に

も広く認知していただくことはできたと思ってはおりますが、今回の問題としまして、主催者

と実行委員会の関係について、十分検討すべきものがあったと思っておりますので、今後の事

業運営に当たっての教訓としていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（堀田 徹） ３項目めの政庁跡の利用条件につきまして、もう少し詳しくご回答申し

上げます。 

 政庁跡を初めといたします史跡地の利用につきまして、史跡地を利用してのイベント等によ

り史跡地内に構造物等を設置される場合におきまして、地下の遺構に影響を与えることがない

かどうかの確認とあわせて、事前に史跡現状変更許可申請書を提出していただきまして、文化

財技師の立ち合いのもと、ご利用いただいておるところでございます。 

 今回の政庁跡での事業につきましては、市が入った実行委員会方式であったことと、日本遺

産認定、水城・大野城・基肄城築造1350年を記念しました趣旨であったことなどから、公共性

が高いことから、史跡現状変更許可申請書を受理いたしまして、礎石や遺構に影響を与えない

ことなどの条件をつけ、許可をいたしました。 

 実際に申請書どおりに施工されているかを確認するために、会場設営時と解体時に文化財技

師を立ち会わせ、指示、指導をしまして、無事終了したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 市長にお伺いしたいんですけれども、この第２次太宰府市男女共同参画

プラン、これに、前市長の分の「はじめに」ということで載っているだけで、まだもらってな
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いのと、最初６月議会でありました施政方針の中に、男女共同参画についての説明というか、

方針というかが全く載っていませんので、市長が今考えられている男女共同参画プランについ

てのお考えをお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） いろいろな形で男女共同参画については基本的に進めていくということは間

違いない方向でありますし、まず第１に、私としては、市役所の中での女性の配置、ポジショ

ン等についても、一番考えなきゃいけないところでありますし、審議会での女性の割合という

のを、これも改善していかなきゃいけないというふうに考えている次第でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 市長、今回のももクロのライブについて、市長の考えの一番の問題点、

課題は何だとお考えですか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） 大宰府政庁で行われたコンサートでありながら、一つは男祭りということに

限定されたということと、9,000人の中に太宰府市民がどれだけいたのかなということはとて

も大きい問題ではないだろうかというふうに思っておりますし、私の第１の回答で言わせてい

ただきましたように、公共の広場で男性限定というのが問題であるというふうに認識したがゆ

えに、プロダクションのほうにそういうことについてのお願いをしたということでございま

す。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） やはり僕も勉強不足でですね、やっぱり男女共同を読んでみると、男女

が性別にかかわりなく、あらゆる分野に参画し、多様な生き方が尊重され、全ての人が個性と

能力が発揮できる男女共同参画社会の実現が、活力あるまちづくりに欠かせないものですとい

うふうに、そういった趣旨で書かれますけれども、僕も同感でですね、やっぱりそれが土台だ

と思うんですね。やっぱり男祭りって限定する、女祭り、やっぱり性を限定してやるコンサー

トを実行委員が、どういう市の立場だったかわからないけれども、僕が一番問題なのは、この

ももクロのホームページに書いてある、最後のほうで、同ライブの開催をめぐっては市がかか

わる行事で男性に限定するのは男女共同参画推進条例違反だなどと、太宰府市の市民団体が苦

情を申し立てたことで波紋が広がった。これは、太宰府市の苦情にならないとおかしいんやな

いかなあと。市長が施政方針で言った、オール太宰府っておっしゃっていたけれども、その市

民団体だけがももクロについて、やはり太宰府市は男女共同参画の立場に立って、全ての個性

を大事にするまちづくりをしていると、そういう市が、男限定とか、女限定と、そういうライ

ブを進めていいのかって、僕も含めて、ここにいる議員も含めて、やっぱりこれはおかしいこ

とはおかしいと。やっぱり僕らは何かどうも傍観者になっていたような気がするんですよ、集

団の中で、太宰府市の中で。市民団体の方は、おかしいと言ってかなり運動されて、それを僕
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たちは見ていただけ。自分のこととして捉えてなかった。このままいくとまた同じことが起き

るんやないかなと。自分、質問考えよって、一番自分が反省すべきところはそこやし、太宰府

市が今度考えていかないけない、やっぱりベースになることやないかなあと自分としては思っ

ています。ぜひこの条例の中にも書かれてあるように、市長が今度まとめて報告されると思い

ますので、今回の件、踏まえてですね、もう一度男女共同参画プランについてお考えしていた

だければと思っています。 

 それと、政庁跡の利用条件なんですけれども、今回、どうなんですかね。ももクロはコンサ

ート成功しているんですよね。入場料、詳しくは調べてないけれども、8,500円とも、約

9,000人。女性限定で3,000人。チケット代だけでも億近い、億以上のお金。ステージつくるの

に業者のほうがつくったんでしょうけれども、そういうかなりお金がもうける、もし福岡ドー

ムであれば、多分福岡ドームとかにお金を払っていると思うんですね。市としては、幾らかの

お金はもらっているんですかね。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（刈 茂） あと、その件については部長から答えさせますが、ももクロのホームページ

で次のように書かれてあると先ほど言われた件ですが、これは、ももいろクローバーＺのホー

ムページではないんであろうと思います。なぜなら、自分たちのホームページに人気アイドル

グループなんて書くはずはない。それと、最後言われた文章は、これは、恐らくももいろクロ

ーバーＺのホームページではなくて、報道関係の記事じゃないでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 確認じゃけれども、インターネットでももいろクローバーＺ、男祭りで

検索しました。多分プロダクションとしては大成功という形で、そのまま載せてあったと思い

ます。これは間違いないと思います。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 先ほど徳永議員が言われたご質問の件でございますけれども、コン

サート終了後、まだ決算も終わってない状況でございますが、時期はいつということはござい

ませんけれども、コンサート内で映し出されましたアーティストによります太宰府市の史跡を

めぐっていただいて太宰府を紹介していただいたビデオというのもございます。そういうのも

無償で譲渡をいただくというところと、実行委員会といいますか、主催者側からでございます

けれども、太宰府市のほうに史跡整備協力金ということで寄附もいただくという予定で現在、

精算処理をしていただいているという状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 全てを否定しているんじゃなくて、やっぱりこのトップアイドルでもも

クロで、太宰府の紹介して協賛して、これはすごいことだと思うんですよ。なかなかできない

ことで、やっぱり国際的にアピールするには、この企画、最後の質問でも書いていますけれど

も、このライブ１回で終わるんじゃなくて、やっぱり太宰府市の観光とか、太宰府市をＰＲす
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るのに協力していただけるなら、そうしてやっていただけたらいいなと思うんですけれども、

ただ、前回のここに書いてあるさだまさしとかのライブの、13年前ですか、そのときにはチケ

ット代とかいただいたんですか。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） その当時は国立博物館の開館ということで、たしか1,000円だった

と思いますが、やはり有料では開催をしております。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） それなら皆さん納得するだろうと思うんですよね。今回の場合は、男限

定で、なお太宰府市民が何人参加したのか、かなり少なかったんではないかなあと思ってです

ね、その辺の趣旨が違うんで、先ほど市長も言われたように、ちょっと急にやってきたよう

な。小学校の行事とかは、かなり前から計画していることなんで、やっぱり土曜日に土曜参観

がある。やっぱり保護者はかなり前からお願いして休みをとったと思うんですよね。また、そ

れが急に変えなくちゃいけない。騒音もある。そういうコンサートであるとか、政庁まつりで

あるとかは市民の理解も得ているので、うまくいっていると思うんです。実行委員会もはっき

り見えているし。やっぱり今回、どうしても実行委員会がはっきり見えない。誰がやっている

のか、実行委員長誰なのか。市の立場がどうなのか。今後、ももクロをもし使ってやっていく

なら、その辺の両輪がうまくやっていって、市の理解を得ないと、せっかくいいものが、潰し

てしまうということになると思います。 

 今回の、ただ単なるももクロのコンサートが終わった、ももクロからすると、もうライブと

して成功したみたいな形になっています。これが、太宰府市民にとってどういういいことがあ

ったのかなと言われるとですね、なかなか厳しいものが。実際、どんな人が多くやってくるか

わからないので、警備とかも大変やったんやないかなあと。ひょっとしたら学中の正門へ誰か

落書きしとるかもしれんし、いろいろなトラブルが起きたかかもしれない。今回、いろいろな

人の働きによってうまくいったかもしれませんけれども、かなり難しい場面もあったと思いま

す。何よりも、市が、やはり男だから、女だからと限定するライブをやっぱり応援するような

ことはだめだと思うんですよね。民間のプロダクションとは違うんだから。太宰府市は、やっ

ぱりこれをつくるのに、かなり今まで検討されて、市の土台になっていたことだと思うんで

す。そこで、太宰府市として、何か一枚岩にならなかった、なれなかったような気がするんで

すね。何か市民団体って書いて、何か太宰府市民の男女共同参画、一生懸命言ってやれる方が

何か悪者みたいに。全国版のニュースになったけれども、いやあ、それは今、どこでもライブ

でもやりようっちゃけんいいんやないみたいな意見のほうが多数になってですね、太宰府市が

共同参画の肩を支えれたかなって。一緒におかしいって言えたかなって。そこをまず、自分た

ちがもう一度持っておかないと、また同じことが起きるような気がすると思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員の一般質問は終わりました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月14日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時11分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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